
 

 

 

 

厚生委員会議案説明資料 
 

 

令和７年１２月１０日 
 

 

件  名                                  頁 

 

１ 第１２０号議案 

債権の放棄について（生活保護費返還金債権）・・・・・・・・・・・・・・・２ 

２ 第１２１号議案 

  債権の放棄について（生活保護費返還金債権）・・・・・・・・・・・・・・・６ 

３ 第１２２号議案 

  債権の放棄について（児童扶養手当・児童育成手当返還金）・・・・・・・・１０ 

４ 第１２３号議案 

  足立区総合ボランティアセンターの指定管理者の指定について・・・・・・・１４ 

５ 第１２４号議案 

  足立区ケアハウス六月の指定管理者の指定について・・・・・・・・・・・・２４ 

６ 第１２５号議案 

  足立区高齢者在宅サービスセンター西新井の指定管理者の指定について・・・４３ 

７ 第１２６号議案 

  足立区綾瀬福祉園の指定管理者の指定について・・・・・・・・・・・・・・５６ 

８ 第１２７号議案 

  足立区大谷田就労支援センターの指定管理者の指定について・・・・・・・・６９ 

９ 第１２８号議案 

  足立区身体障がい者大谷田ホームの指定管理者の指定について・・・・・・・８０ 

 

 

 

（福 祉 部） 



第１２０号議案説明資料 

令和７年１２月１０日 

件  名 債権の放棄について（生活保護費返還金債権） 

所管部課名 福祉部 足立福祉事務所 中部第一福祉課 

内  容 

足立区が所有する次の債権を放棄する。 

１ 内容 

（１）債権 

種類     生活保護法第７８条に基づく徴収金 

徴収決定額  ２，７８９，５０９円 

徴収決定日  平成２７年５月２７日 

徴収対象期間 平成２２年１１月１日から平成２５年１２月３１日まで  

（２）債務者 

足立区栗原在住者 

（３）放棄する債権の額 

２，４０４，４４０円 

 

２ 経過 

別紙（「債権放棄」経過について）参照 

 

３ 債権放棄の理由 

債務者が裁判所に対して破産申し立てを行い、非強制徴収債権につい

て免責許可の決定を受けたことに伴い、「足立区債権等処理判定委員会」

に付議したところ、債権放棄が妥当との答申を得た。そのため、地方自

治法第９６条第１項第１０号に基づき、議決事件として債権を放棄する

ものである。 

 

４ 今後の方針 

生活保護費返還金については、迅速に納付指導を行い、一括納付に努

めていく。また、滞納世帯には、定期的に電話や訪問、文書による催告

を実施し、収納又は分納手続きの促進・強化を図っていく。さらに、債

務者に経済的余裕がない場合には、徴収停止や債権放棄等、処理方針に

従い、引き続き適切な回収業務に努めていく。 
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生活保護費返還金 「債権放棄」経過について 
 
 
１ 生活保護受給期間 

① 平成２２年１０月４日～平成２９年１月３１日 
② 令和３年１１月３０日～令和３年１２月３１日 
③ 令和４年５月２３日～現在受給中 

※ ①②及び②③の間の期間は保護廃止のため受給なし。 

 

２ 保護開始理由
 

就職先が見つからず、預貯金が僅少となり生活に困窮したため。 

 
３ 徴収金発生理由 

平成２５年の課税点検調査において判明した未申告の稼働収入及び調査過程で判
明した予備自衛官手当と訓練招集手当の未申告により保護費を不正に受給したため。 
（不正受給期間：平成２２年１１月１日～平成２５年１２月３１日） 

 
４ 徴収決定額及び返納済額、放棄する債権の額等 

【①徴収決定額】    ２，７８９，５０９円（平成２７年５月２７日決定） 

【②返納済額】       ３８５，０６９円 

【③放棄する債権額】  ２，４０４，４４０円（③＝①－②） 
 
５ 督促状、催告書送付履歴及び納付履歴 

督促状、催告書送付日 返納額 

（平成２７年６月３０日納付）  ２４０，０００円 

＜督促状＞  

平成２７年 ７月３１日  

＜催告書＞  

平成２７年度 ９月２５日、３月２５日 ４０，０００円 

平成２８年度 ９月２６日、３月２７日 ８０，０００円 

平成２９年度 ９月２５日、３月２６日  

平成３０年度 ９月２６日  

令和 元年度 ９月２６日、２月２５日  

令和 ２年度 ２月２５日  

令和 ３年度 ８月２６日、２月２５日  

令和 ４年度 ８月２６日、２月２４日 ５，０００円 

令和 ５年度 ８月２５日、２月２２日  

令和 ６年度 ８月２３日 ２０，０６９円 

合 計 督促状１回、催告書１７回 ３８５，０６９円 

 
６ 福祉課の対応、指導内容等 

分割納入計画書を提出させ分納を承認。納付書により納付を指導した。 

その結果、平成２７年６月に毎月１万円の返済申し出、令和４年２月に毎月５千
円の返済申し出あり。 

 

別紙 
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７ 放棄事由 
（１）債権の性質 

生活保護法第７８条は、平成２５年１２月の法改正（施行日平成２６年７月１
日）以降、強制徴収債権と位置付けられたが、施行日以前に支弁された保護費に
ついては非強制徴収債権と位置付けられている。本件は施行日以前に支弁された
保護費の徴収金であることから、非強制徴収債権として議会の議決を経て放棄が
可能である。 

（２）債権の免責許可決定 
債務者の自己破産により、本債権の免責許可が裁判所により決定されており、

足立区の債権の管理等に関する条例第１４条第２号（※）の放棄することができ
る規定に該当するものとして、地方自治法第９６条第１項第１０号に基づき、議

決事件として債権を放棄する。 

※ 破産法（平成１６年法律第７５号）第２５３条第１項の規定により債務者が
当該区の債権につきその責任を免れたとき（当該債権について保証人の保証が
あるときを除く。） 

 

８ 債務世帯の経過と区の主な対応 

時 期 対応内容 徴収金納付状況 

平成２２年１０月 ４日 

 

 

単身世帯。ビル清掃の収入があったが給

与が少なく、家賃を滞納し生活に困窮し

たため生活保護受給を開始。収入申告し

ていた金額を収入として認定。 

 

平成２６年 １月３１日 

 

 

平成２５年度課税点検調査の結果、債務

者の未申告収入があることが判明したた

め、債務者と面談。給与明細書の提出を

依頼。 

 

平成２６年１０月２１日 

 

 

 

債務者が収入申告していた会社とは別の

会社からの収入と、さらに調査の過程で

判明した別の収入（予備自衛官手当及び

訓練招集手当）について、診断会議を実

施。診断会議の結果、生活保護法７８

条の適用を決定した。 

 

平成２６年１０月２８日 生活保護法第７８条に基づき 2,789,509

円の徴収を決定し、債務者に通知。  

平成２７年 ５月２７日 １０月２８日決定の生活保護法７８条に

おいて、予備自衛官手当及び訓練招集手

当の収入認定方法の誤りがあったため決

定取り消ししたうえで、再度生活保護法

７８条決定をして、債務者に通知。 
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平成２７年 ６月２５日 

 

『分割納入計画書』を債務者から受領。

毎月 10,000 円の分割納付を開始。 
H27.6.30～

H28.12.15 の間に 

360,000 円納付 

平成２９年 ２月 １日 債務者が転出したことにより生活保護受

給を廃止。  

平成３１年 ４月１１日 再び当区に転入。カラオケ店、インター

ネットカフェの店員として収入を得てい

た。 

 

令和 ３年１１月２２日 当該徴収金の残債務金額 2,429,509 円に

ついて納付指導を行い、『生活保護返還

金  ・ 徴収金の債務の承認及び納付確約

書』を債務者より受領。 

 

令和 ３年１１月３０日 失業後、就職先が見つからず生活保護受

給を開始。 
 

令和 ４年 １月 １日 増収により生活保護受給を廃止。  

令和 ４年 ２月 １日 債務者と納付交渉し、毎月 5,000 円ずつ

分割納付することとした。 
R4.4.6  

5,000 円納付 

令和 ４年 ５月２３日 退職により生活費に困窮し生活保護受給

を開始。  

令和 ５年 ９月１３日 東京地方裁判所において、債務者に対す

る破産手続きを開始。  

令和 ６年 ３月 ６日 当該破産事件について、当区が破産債権

の届出を行う。  

令和 ６年 ５月 １日 当該破産事件において、債務者に対し免

責許可が決定された。  

令和 ６年 ６月 ３日 

 

債務者が所有していた相続財産の不動産

は全て破産事件に係る不動産競売により

売却され、破産債権の届出を行った当区

に対し破産管財人弁護士より 20,069 円

の配当を受けた。 

R6.6.3 

20,069 円納付 

（不動産売却に

よる配当） 

 

令和 ７年 ９月 ８日 

 

「足立区債権等処理判定委員会」におい

て債権放棄が妥当との答申。  
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第１２１号議案説明資料 

令和７年１２月１０日 

件  名 債権の放棄について（生活保護費返還金債権） 

所管部課名 福祉部 足立福祉事務所 西部福祉課 

内  容 

足立区が所有する次の債権を放棄する。 

１ 内容 

（１）債権 

種類     生活保護法第７８条に基づく徴収金 

徴収決定額  ４，３９７，７７０円 

徴収決定日  平成３０年５月３１日 

徴収対象期間 平成２５年６月１日から平成２８年８月３１日まで 

（２）債務者 

足立区舎人在住者（令和７年５月２５日死亡） 

（３）放棄する債権の額 

１，０８６，４０４円 

 

２ 経過 

別紙（「債権放棄」経過について）参照 

 

３ 債権放棄の理由 

債務者が裁判所に対して破産申し立てを行い、非強制徴収債権につい

て免責許可の決定を受けたことに伴い、「足立区債権等処理判定委員会」

に付議したところ、債権放棄が妥当との答申を得た。そのため、地方自

治法第９６条第１項第１０号に基づき、議決事件として債権を放棄する

ものである。 

 

４ 今後の方針 

生活保護費返還金については、迅速に納付指導を行い、一括納付に努

めていく。また、滞納世帯には、定期的に電話や訪問、文書による催告

を実施し、収納又は分納手続きの促進・強化を図っていく。さらに、債

務者に経済的余裕がない場合には、徴収停止や債権放棄等、処理方針に

従い、引き続き適切な回収業務に努めていく。 
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生活保護費返還金 「債権放棄」経過について 

 
１ 生活保護受給期間 

平成１８年７月１２日～令和７年５月２６日 

 

２ 保護開始理由
 

世帯主の傷病により最低生活維持困難なため。 
 

３ 徴収金発生理由 
平成２５年６月から平成２８年８月３１日まで、家賃収入を得ていたにも関わら

ず、収入申告をせずに保護費を不正に受給したため。 
（不正受給期間：平成２５年６月１日～平成２８年８月３１日） 

 
４ 徴収決定額及び返納済額、放棄する債権の額等 

【①徴収決定額】    ４，３９７，７７０円（平成３０年５月３１日決定） 
〈内訳〉ア ３，３１１，３６６円（強制徴収債権） 

イ １，０８６，４０４円（非強制徴収債権） 
【②返納済額】 ア   １５６，０００円（強制徴収債権へ充当） 

イ          ０円 

【③放棄する債権額】  １，０８６，４０４円（③＝①イ－②イ） 

 
５ 督促状、催告書送付履歴及び納付履歴 

督促状、催告書送付日 返納額 

＜督促状＞  

令和元年 ９月１８日  

＜催告書＞  

平成３０年度 ９月２６日 １２，０００円（※） 

令和 元年度 ９月２６日、２月２５日 １４４，０００円（※） 

令和 ２年度 １１月２日、２月２５日  

令和 ３年度 ８月２６日、２月２５日  

令和 ４年度 ８月２６日、２月２４日  

令和 ５年度 ８月２５日、２月２２日  

令和 ６年度 ８月２３日  

合 計 督促状１回、催告書１２回 １５６，０００円（※） 

※ 返納額は、今回の放棄の対象とならない強制徴収債権に優先的に充当している。 
 
６ 福祉課の対応、指導内容等 

窓口に赴いての納付を指導した。 
平成３０年５月３１日及び令和５年１０月１１日に債務承認書を受理している。 

 
７ 放棄事由 
（１）債権の性質 

生活保護法第７８条は、平成２５年１２月の法改正（施行日平成２６年７月１
日）以降、強制徴収債権と位置付けられたが、施行日以前に支弁された保護費に

ついては非強制徴収債権と位置付けられている。本件は施行日以前に支弁された
保護費の徴収金であることから、非強制徴収債権として議会の議決を経て放棄が
可能である。

別紙 
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（２）債権の免責許可決定 

債務者の自己破産により、本債権の免責許可が裁判所により決定されており、
足立区の債権の管理等に関する条例第１４条第２号（※）の放棄することができ
る規定に該当するものとして、地方自治法第９６条第１項第１０号に基づき、議
決事件として債権を放棄する。 

※ 破産法（平成１６年法律第７５号）第２５３条第１項の規定により債務者が
当該区の債権につきその責任を免れたとき（当該債権について保証人の保証が
あるときを除く。） 

 
８ 債務世帯の経過と区の主な対応 

時期 対応内容 徴収金納付状況 

平成１８年 ７月１２日 

 

単身世帯。結核とうつ病の発症により就

労できず、都営住宅の家賃を払えずに立

ち退きを迫られ生活に困窮したため生活

保護受給を開始。 

 

平成２５年１２月 ９日 

 

 

埼玉県久喜市収納課からの情報提供によ

り債務者名義の不動産保有が判明。以降、

売却等の資産活用検討を債務者に指示し

ていた。 

 

平成２５年１２月１１日 

 

 

 

 

債務者宅に訪問し、債務者名義の不動産

について、事実確認を実施。不動産の名

義は債務者本人であるが、実質的な不動

産管理等の所有実態は元妻であり、不動

産収入も元妻に帰属する旨の説明を受け

た。また、債務者元妻は現在連絡先不明

との回答を受けた。 

 

平成２８年 ５月１３日 

 

保護費の支払方法を口座払いから窓口払

いに変更。状況確認のため金融機関調査

を実施。 

 

平成２８年 ８月 ５日 金融機関調査により、当該不動産からの、

家賃収入の入金を確認。 

 

平成３０年 ５月２９日 不動産（土地・建物）保有に伴う家賃収入

の未申告について診断会議を実施。診断会

議の結果、生活保護法７８条の適用を決

定した。 

 

平成３０年 ５月３１日 生活保護法第７８条に基づき、4,397,770

円の徴収を決定し、債務者に通知。同日

付で『生活保護返還金・徴収金の債務の

承認及び納付確約書』を受理。 

H30.6.5 

12,000 円納付 

（※） 

平成３０年 ８月２３日 

 

別件で平成２８年９月以降の家賃収入含

む不正受給分について生活保護法第７８

条に基づく徴収を決定。 

 

平成３１年 ３月 ６日 東京地方裁判所において、債務者に対す

る破産手続きを開始。当区が債権の届出

を行う。 
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令和 元年 ７月２４日 当該破産事件において、債務者に対し免

責許可が決定された（当区への配当なし）。

残った強制徴収債権分について、催告を

再開。 

 

令和 元年 ９月１７日 平成３０年８月２３日決定の生活保護法

第７８条徴収金について、保護費から毎

月 12,000 円の相殺の申し出あり。令和元

年１０月から徴収金相殺を開始。 

R1.9.4 

12,000 円納付 

（※） 

R1.9.12 

132,000 円納付 

（※） 

令和 ７年 ５月２５日 債務者が自宅にて死亡（推定）。  

令和 ７年 ５月２６日 死亡により生活保護受給を廃止。  

令和 ７年 ９月 ８日 

 

「足立区債権等処理判定委員会」におい

て債権放棄が妥当との答申。 

 

※ 返納額は、今回の放棄の対象とならない強制徴収債権に優先的に充当している。 
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第１２２号議案説明資料 

令和７年１２月１０日 

件  名 債権の放棄について（児童扶養手当・児童育成手当返還金） 

所管部課名 福祉部 親子支援課 

内  容 

足立区が所有する次の債権を放棄する。 

１ 内容 

（１）債権 

種類     児童扶養手当・児童育成手当返還金 

返還決定額  児童扶養手当 ２，５２８，０００円 

児童育成手当 ２，０５２，０００円 

合計額    ４，５８０，０００円 

返還決定日  平成２６年１２月１２日 

返還対象期間 平成２０年８月分から平成２５年３月分まで 

（２）債務者 

足立区弘道在住者 

（３）放棄する債権の額 

児童扶養手当 ２，２２３，０００円 

児童育成手当 １，７５２，０００円 

合計額    ３，９７５，０００円 

 

２ 経過 

別紙（「債権放棄」経過について）参照 

 

３ 債権放棄の理由 

債務者は、生活保護費しか収入がなく、法的措置を講じる財産も所有し 

ていないことと、要介護５の認定を受け今後就労収入等を得ることが困難 

であることから、令和７年９月８日開催の「足立区債権等処理判定委員会」 

おいて、債権放棄が妥当との答申を得た。そのため、地方自治法第９６条 

第１項第１０号に基づき、議決事件として債権を放棄するものである。 

 

４ 今後の方針 

迅速に納付指導を行い、一括納付に努めていく。また、滞納世帯には、 

定期的に電話や訪問、文書による催告を実施し、収納又は分納手続きの促 

進・強化を図っていく。さらに、債務者に経済的余裕がない場合には、徴 

収停止や債権放棄等、処理方針に従い、適切な回収業務に努めていく。 
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児童扶養手当・児童育成手当返還金 「債権放棄」経過について 

 

１ 手当受給期間 

①平成１８年９月～平成２０年７月 

②令和２年２月～令和７年３月 

※ ①②の間の期間は婚姻していたため手当の受給資格なし。 

 

２ 手当受給開始理由 

離婚によりひとり親となったため。 

 

３ 返還金発生理由 

平成２０年７月から異性と同居していたことが判明したため。 

 

４ 返還決定額及び返納済額、放棄する債権の額等 

【①返還決定額】   ４，５８０，０００円（平成２６年１２月１２日決定） 

児童扶養手当   ２，５２８，０００円 

児童育成手当   ２，０５２，０００円 

【②返納済額】      ６０５，０００円 

児童扶養手当     ３０５，０００円 

児童育成手当     ３００，０００円 

【③放棄する債権額】 ３，９７５，０００円（③＝①－②） 

児童扶養手当   ２，２２３，０００円 

児童育成手当   １，７５２，０００円 

 
５ 督促状、催告書送付履歴等及び納付履歴 

督促状、催告書送付日等 返納額 

＜督促状＞  

平成２７年 ２月１６日  

＜催告書＞  

平成２７年 １１月１６日  

平成２８年 １１月１５日  

平成２９年 ６月２３日、１１月２１日  

平成３０年 １１月２９日  

平成３１年 ４月２６日  

＜相殺（毎月５，０００円を手当額より徴収）＞  

令和２年２月 
～令和７年２月 

児童扶養手当（６１ヶ月分） ３０５，０００円 

令和２年２月 
～令和７年１月 

児童育成手当（６０ヶ月分） ３００，０００円 

合 計 
督促状１回、催告書６回、 
相殺１２１ヶ月分 

６０５，０００円 

別紙 
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６ 親子支援課の対応、指導内容等 

手当受給再開時に、今後支給される手当の一部を返還金に充当することについて 
承認を得た。 
債務者と相談した結果、児童扶養手当と児童育成手当それぞれ毎月５，０００円 

を手当から差し引いて返還金に充当することとした。 
 
７ 放棄事由 
（１）債務者は、生活保護費しか収入がなく著しい生活困窮状態にあり、法的措置を 

講じる財産も所有していない。 
（２）債務者は、令和７年２月に脳梗塞を発症し、一時意識不明となった。その後、 

日常生活に全介助が必要なことから、介護認定の申請を行った結果、要介護５の 
認定を受けた。 

（３）足立区の債権の管理等に関する条例第１４条第５号の放棄することができる規
定に該当するものとして、地方自治法第９６条第１項第１０号に基づき、議決事

件として債権を放棄する。 

 

８ 債務者の経過と区の主な対応 

時期 対応内容 返還金納付状況 

平成１８年 ９月 債務者は、事実婚解消を機にひとり親とし

て児童扶養手当・児童育成手当（以下、手

当）の受給を開始した。対象児童は長男・

長女・二男の３人。 

 

平成２２年 ７月 債務者は、未婚で三男を出産。相手男性は

元夫とは別人である。 

区は、債務者から相手男性との交流状況に

ついて聞き取り調査を行ったが、婚姻関係

があるという明確な証拠がつかめなかっ

たため、手当受給資格継続となった。 

 

平成２５年 ７月 区は、他課から債務者が上記男性と同居し

ているという情報提供を受けた。 

区は、債務者から事情聴取をし、平成２０

年７月から同居していたという供述を得

た。課内で今後の対応を検討するため、債

務者に後日改めて来庁するよう依頼した。 

なお、債務者はその後、当該男性と婚姻し

ている。 

 

平成２６年１２月 債務者は、上記以降来庁がなかったが、区

の催促により来庁した。 

区は、手当受給資格喪失届を受理し、平成

２０年８月から平成２５年３月までの手

当が過払いとなり返還金が発生した。 
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時期 対応内容 返還金納付状況 

平成２７年１１月 

～ 

平成３１年 ４月 

区は、督促状・催告書を計７回送付したが

納付はなかった。 

 

令和 ２年 ２月 債務者は、離婚を機にひとり親として手当

の受給を再開した。対象児童は三男のみ。 

返還金については今後、毎月 5,000円ずつ

各手当から差し引くこととした。 

①児童扶養手当 

R2.2～R7.2 の期間

に 305,000円充当 

 

②児童育成手当 

R2.2～R7.1 の期間

に 300,000円充当 

令和 ６年 ３月 生活保護受給開始  

令和 ７年 ３月 債務者は、脳梗塞を発症し一時意識不明と

なり入院した。それに伴い、児童（１４歳）

は児童相談所に一時保護されたため、手当

受給資格喪失となった。 

なお、児童は里親に引き取られることとな

った。 

 

令和 ７年 ８月 債務者は日常生活に全介助が必要なこと

から、介護認定の申請を行った結果、要介

護５の認定を受けた。 

債務者の収入は生活保護費のみであり、法

的措置を講じる財産も見当たらないこと

から、本件返還金の回収は困難であると判

断した。 

 

令和 ７年 ９月 「足立区債権等処理判定委員会」に諮問

し、債権放棄が妥当との答申を得た。 
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第１２３号議案説明資料 

令和７年１２月１０日 

件  名 足立区総合ボランティアセンターの指定管理者の指定について 

所管部課名 福祉部 福祉管理課 

内  容 

足立区福祉施設指定管理者等選定審査会（以下、「審査会」という。）に

おける選定審査の結果、以下の事業者を指定管理者の候補者として選定し

たので、議会の議決を経て指定管理者として指定する。 

 

１ 対象施設 

（１）名 称  足立区総合ボランティアセンター 

（２）所在地  足立区日ノ出町２７番３－１０２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定管理料（見積り金額） 

（１）令和８年度（見積り額） 

  ① 非精算                   ０円（税込） 

  ② 要精算（人件費、事務費、事業費、その他活動支出） 

                 １８，８６１，１９５円（税込） 

    合 計（①＋②）     １８，８６１，１９５円（税込） 

  ※ 前回選定時（令和３年度） ２０，７３１，０８４円（税込） 

（２）前回との差額 

   △１，８６９，８８９円（税込） 

（３）減額理由 

   西綾瀬ボランティアセンターの廃止による管理施設の減△4,549 千

円と人件費、貸出施設備品（机ほか）の買替経費、施設予約システム

導入による保守経費の増など 2,679千円の増との差し引きによる減 

 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 
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４ 指定管理者の候補者 

（１）事業者名 社会福祉法人足立区社会福祉協議会(会長 小久保 隆) 

（２）所 在 地 足立区中央本町一丁目１７番１号 

５ 応募事業者数    １事業者 

６ 現在の指定管理者  候補者に同じ 

７ 候補者となった理由・ポイント 

  ボランティアセンター施設運営事業としての長年の実績や提案した事

業計画内容等が評価を受け、候補者として選定された。 

８ 候補者となった経過 

（１）公募 

   令和７年５月７日～令和７年５月２６日 

（２）財務状況調査の結果 

   適合 

   【税理士コメント】 

    ア 自己資本比率が非常に高く、借入金もないことから安全性は

合格と言える。 

    イ 収益性に関しては、売上高ほぼ横ばいで推移しており、特に

問題はない。 

    ウ 経営効率については、最終期人件費が増大し、9,600万円の

赤字になっている。一時的なものなのか、今後も続くのか注視

すべき。 

      ⇒9,600万円の赤字について 

       職員の6月支給の賞与は、前年度12/2～当該年度6/1の実績

に基づいている。 

       前年度12/2～3/31までの実績分は、引当金として次年度へ

繰り越す。 

       この引当金に対する財源については、次年度足立区からの

人件費補助で充当されるため、年度の収支状況によっては

一時的に赤字に見えるものであるが、次年度との２か年で

調整している。 

（３）審査会 

ア 審査会開催状況 

開催 開催日 内 容 
審査 

事業者数 

第１回 
令和７年 

５月６日 
会長・副会長選任（書面開催）  

第２回 
令和７年 

７月１５日 

ア 第一次審査（書類選考） 

イ 現地調査 
１事業者 

第３回 
令和７年 

８月６日 

第二次審査（プレゼンテーシ

ョン、ヒアリング） 
１事業者 
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イ 委員構成（計７名） 

種別 氏 名 役 職 等 

学識経験者 

(有識者含む) 

山田 健司 

【会長】 

帝京科学大学 医療科学部 

医療福祉学科 学科長 

長田 昌子 

【副会長】 

社会保険労務士 

東京都社会保険労務士会 

足立・荒川支部 

船野 智輝 

公認会計士 

日本公認会計士協会 

東京会足立会 

区 民 

漆原 康次 足立地区人権擁護委員会委員 

堀口 幸子 
足立区民生・児童委員協議会 

第一合同５地区会長 

区職員 

伊東 貴志 足立区福祉部長 

鈴木 淳子 
足立区地域のちから推進部 

多様性社会推進課長 

ウ 審査項目及び審査結果 

  別紙１「足立区福祉施設指定管理者等選定審査会選定結果集計 

 表」のとおり。 

（４）労働条件審査等 

   選定委員会において候補となった事業者に対して、社会保険労務

士２名による労働条件審査を実施し、合格となった。 

 

【参考】 候補者の職員平均勤続年数及び平均給与 

ア 平均勤続年数 

平均勤続年数 

（令和２年参考） 

平均勤続年数 

（令和７年） 

約１１年１か月 約１１年３か月 

イ 平均給与（月額） 

平均給与（月額） 

（令和２年参考） 

平均給与（月額） 

（令和７年） 

管理職 

４３４，３００円 

管理職 

４４０，０００円 

常勤職員 

２７８，２４５円 

常勤職員 

２９０，１５７円 

非常勤職員 

２０４，６７４円 

非常勤職員 

２２９，０９９円 

ガイドヘルパー（時給制） 

１，１００円 

ガイドヘルパー（時給制） 

１，２５０円 ※ 

   ※ 令和７年１０月３日の東京都最低賃金改正を反映した時給 
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９ 添付資料 

（１）別紙１ 足立区福祉施設指定管理者等選定審査会選定結果集計表 

（２）別紙２ 指定管理者の候補者の概要 

（３）別紙３ 事業計画の概要 

（４）別紙４ 収支計画の概要 

 

10 今後の方針 

  本議案が可決された際には、区長と事業者との間で協定書を締結する。 
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別紙１-１
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況
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計
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非
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給
与
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程
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[

育
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業
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]
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待
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[
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護
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業
規
程

]

事
業
運
営
計
画

[

き
め
細
や
か
な
事
業
運
営
計
画
･
行
事
予
定

]

事
業
運
営
計
画

[

地
域
の
活
性
化

]

利
用
率
向
上

サ
ー

ビ
ス
向
上

現
実
性

広
報
活
動

実
習
生
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
受
け
入
れ

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

小計

3.00 4.00 4.00 3.71 3.71 3.57 3.57 4.00 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 3.71 4.14 3.57 3.43 3.71 3.71 3.71

小計 7.42 (74.20%)

※　一次審査は、各委員の点数を平均したものに第一次審査評定票に定める加点要素の割合を
　加えた点数。満点は１０７点。

合

10
得点率

80.103.81 0.00
24.70 (82.33%)

得点
足立区社会福祉協議会

評価項目

運営の安定性組織の安定性

74.86%
25.56 (73.03%) 18.56 (74.24%)

審査区分

配点

共通項目

第一次審査（令和７年７月１５日開催）

合否

その他

ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
推
進
企
業

へ
の
割
合
加
点
（

総
得
点
の
２
％
）

区
内
事
業
者
へ
の
割
合
加
点

（

総
得
点
の
２
～

５
％
）

足立区福祉施設指定管理者等選定審査会 【第一次審査結果集計表】

対象施設：足立区総合ボランティアセンター

10725
2535 30

事業計画の内容

第
一
次
審
査
合
計

第
一
次
審
査
結
果

【第一次審査の結果】

得点率６割以上を満たしたため、第二次審査の対象とする。
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別紙１-２

利用
者の
利便
性

個人情
報の取
扱い

 
職
員
体
制

 
危
機
管
理

　
経
営
理
念
・
ビ
ジ
ョ

ン
・
熱
意

　
施
設
運
営
方
針

　
利
用
者
支
援

　
専
門
人
材
育
成

　
利
用
者
意
見
の
反
映

　
個
人
情
報
の
取
扱
い

　
地
域
住
民
と
の
連
携
・
地
域
貢
献

　
地
域
関
係
機
関
と
の
連
携
方
針

　
社
会
貢
献
活
動

　
ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス

　
職
員
の
健
康
管
理

　
実
績

　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ

ン

　

[

説
明
が
論
理
的
で
説
得
力
が
あ
る

]

　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ

ン

　

[

委
員
の
質
問
を
的
確
に
理
解
し
て
い
る

]

　

[

冷
静
に
議
論
で
き
る
協
調
性
が
あ
る

]

　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ

ン

[

資
料
の
調
整
力
が
あ
る

]

（％）

小計 70 70 (点数）

0

小計 54 56 0

得点率 77.14% 80.00%81.43% 80.71% 82.86% 79.64%

１位80.14%561.00561
28 29

※　第二次審査は、申請団体の提案説明及び質疑応答後の各委員による評価点
　の合計。満点は７００点。

70 140 70 280

57 113 58 223

<満点>

700 得点率

順位

　　　　　　　　　足立区福祉施設指定管理者等選定審査会（足立区ボランティア施設）　　別紙１-２
第二次審査結果集計表

審査区分 第二次審査（令和７年８月６日開催）

評価項目

共通項目

その他

合
計
〔

Ａ
〕

減
点
（

上
段
＝

率
　
　
下
段
＝

点
数
〔

Ｂ
〕
）

第
二
次
審
査
合
計
（

Ａ
＋
Ｂ
）

第
二
次
審
査
結
果

施設の管理
運営体制

施設運営の
取組み方針

地域との関
係づくり

配点 35 35 70 35 35 70 70 35 35 35 35 35 70 35 35 35 <満点>

700

（候補者）
足立区社会福祉協議会 28 29 56 27 30 54 56 30 27 27 58 27 29 26

【第二次審査の結果】
「足立区社会福祉協議会」が指定管理者の候補者となった。
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別紙２

指定管理者の候補者の概要

団体名（代表者名） 社会福祉法人 足立区社会福祉協議会

会長 小久保 隆

１ 主たる事務所の所在地 足立区中央本町一丁目１７番１号

２ 設立年月日 昭和 30年 3月 19日

（法人認可日 昭和 40年 6月 30日）

３ 基本財産 4,500,000円

４ 役員名簿 会長 小久保 隆

副会長  峯岸 茂隆 市村 智 國井 幹雄

     石川 祥江

常務理事 荒井 広幸

５ 事業概要 （１）法人運営事業

（２）地域福祉事業

（３）ボランティア活動推進事業

（４）助成事業

（５）生活福祉資金貸付事業

（６）福祉サービス利用助成事業

（７）障がい福祉サービス事業

（８）歳末たすけあい運動事業

（９）基幹地域包括支援センター事業

（10）地域包括支援センター関原事業

（11）受託事業

（12）障がい者保護雇用清掃事業

６ 区内における指定管理の実績 足立区ボランティア施設

（平成 18年 4月～現在に至る）

７ 他自治体における指定管理の実績 なし
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別紙３ 

事業計画の概要（足立区ボランティア施設）

１ 基本方針（ビジョン）

（１）地域住民の自主的な社会参加を促進する。

（２）地域課題を把握し、ボランティアや他機関と連携して解決を図る。

（３）社会情勢に合わせたボランティア活動者を育成する。

（４）福祉・防災・環境など多分野でのボランティア活動の活性化を図る。

（５）より多くの地域住民にボランティアセンターを認知、利用してもらえるように、利

便性の高いセンター運営を推進する。

２ 職員体制

  センター長：常勤１名

  運営スタッフ：常勤５名 非常勤１名

３ 目標と評価指標

（１）ボランティア登録者数

項  目 目標値 実績(R6年度) 達成率

個人ボランティア登録者数 500名 457名 91.4％

災害ボランティア登録者数 500名 458名 91.6％

ボランティア団体登録数 70団体 68団体 97.1％

（２）ボランティアに関する相談対応

項  目 目標値 実績(R6年度) 達成率

ボランティア相談件数 200件 229件 114.5％

ボランティアコーディネート件数 180件 168件 93.3％

（３）ボランティアセンター年間会議室使用件数および利用人数

項  目 目標値 実績(R6年度) 達成率

年間会議室利用件数 1,600件 1,652件 103.2％

年間会議室利用人数 18,000件 19,095件 106.1％

４ 利用者のニーズ把握と利用者支援計画

（１）利用者アンケートの実施（ニーズの把握）

  年１回、１か月間を通して利用者アンケートを実施する。アンケートの回答をもと

に、より利用しやすいセンターとするための改善を図る。利用者からいただいた声で

多かった項目については、センター内にいただいた意見として掲示し、センター利用

者と共有する。

【アンケート結果の目標値】

センター利用満足度「満足」「やや満足」８０％以上
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別紙３ 

５ センター運営に係る情報収集について 

（１）他社協との情報交換、研修会参加（情報収集） 

   当会の強みでもある、他社協とのつながりを活かし、ボランティアセンターの運営

内容について定期的に情報交換を行う。 

（２）東京都社協主催の研修参加、福祉専門情報誌（福祉新聞、月間福祉）購読などで積

極的に情報収集し、他社協、他地域で効果のあった取り組みについては、当会でも取

り入れ、ボランティアセンターの事業運営を推進させる。 

 

６ 施設維持管理および施設内備品の拡充 

  安全・安心・快適な利用環境の提供とするため、施設の維持・修繕管理を行う。 

  また、経年劣化した備品等については、必要に応じて買い換える。 

  施設予約サイトをはじめとする施設利用に係るシステムの改修や、デジタルサイネー

ジ等をセンター内に設置してボランティアに関する動画等を映すなど、センター内の利

用環境を充足させる。 

 

７ ボランティア活動およびボランティアセンターの周知 

  ボランティア活動やボランティアセンターを区民がより身近に感じていただけるよう、

広報活動に取り組む。 

 

８ 専門知識を有する職員の養成 

  ボランティアに関するテーマだけでなく、災害支援、重層的支援体制整備事業など社

会情勢に合わせた内容の研修等を職員が受講し、平時からの事業運営に反映できるよう

にする。 

 

９ 重点項目について 

（１）個人ボランティアおよびボランティア団体同士のネットワークづくり 

   個人ボランティア、ボランティア団体同士のネットワークづくりを進め、ボランテ

ィア活動の広がりや推進につなげていくことを目的に、ボランティアセンターを会場

にして、交流できる場づくりを実施していく。 

（２）社会情勢に合わせたボランティアの養成 

   重層的支援体制整備事業が開始され、ボランティアに求められる役割の重要度が増

している。複雑多様なニーズ、制度の狭間にあるニーズに対するボランティアの活用

について関係機関および地域福祉コーディネーターと連携しながら検討を進めて行く。

併せて、ニーズに対応できるボランティア養成について、研修会等を企画運営し、ボ

ランティア育成を推進させる。 

（３）災害支援体制の強化 

   有事に備えた災害ボランティアの養成を推進する。平時から災害ボランティアセン

ター開設の模擬訓練を災害ボランティアと共に定期的に実施し、いざという時に備え

る。また、被災時の協力体制を整えるため、他機関・企業等との関係づくりを推進さ

せる。 
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別紙４

令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

収入 指定管理料 18,861,195 18,861,195 19,369,213 19,369,213 19,369,213

収入計（Ａ） 18,861,195 18,861,195 19,369,213 19,369,213 19,369,213

支出 ①非常勤（１名分） 5,890,869 5,890,869 6,185,413 6,185,413 6,185,413

②光熱水費(税抜) 2,280,002 2,280,002 2,280,002 2,280,002 2,280,002

③通信回線使用料(税抜) 250,911 250,911 250,911 250,911 250,911

④警備保障委託(税抜) 719,700 719,700 719,700 719,700 719,700

⑤清掃委託(税抜) 1,913,543 1,913,543 1,913,543 1,913,543 1,913,543

⑥設備保守委託(税抜) 477,812 477,812 477,812 477,812 477,812

⑦施設管理業務委託(税抜) 3,345,808 3,345,808 3,513,098 3,513,098 3,513,098

⑧自治会費 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

⑨施設管理用消耗品(税抜) 90,910 90,910 90,910 90,910 90,910

⑩事業系
　ごみ処分費(税抜)

102,173 102,173 102,173 102,173 102,173

⑪ＮＨＫ受信料(税抜) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

⑫契約関係経費 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

⑬損害保険料 41,540 41,540 41,540 41,540 41,540

⑭修繕費(税抜) 227,273 227,273 227,273 227,273 227,273

⑮ＡＥＤ設置経費(税抜) 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600

⑯印刷機・コピー機
　賃借料(税抜) 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

⑰施設予約
　システム保守(税抜) 558,000 558,000 558,000 558,000 558,000

⑱施設備品購入費(税抜) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

⑲施設備品廃棄費(税抜) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

消費税
(①～⑲の合計×10％) 1,714,654 1,714,654 1,760,838 1,760,838 1,760,838

支出計（Ｂ） 18,861,195 18,861,195 19,369,213 19,369,213 19,369,213

0 0 0 0 0収支（Ａ）－（Ｂ）

収支計画の概要（足立区ボランティア施設）
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第１２４号議案説明資料 

令和７年１２月１０日 

件  名 足立区ケアハウス六月の指定管理者の指定について 

所管部課名 福祉部 高齢者施策推進室 高齢者地域包括ケア推進課 

内  容 

足立区福祉施設指定管理者等選定審査会（以下、「審査会」という。）に

おける選定審査の結果、以下の事業者を指定管理者の候補者として選定し

たので、議会の議決を経て指定管理者として指定する。 

 

１ 対象施設 

（１）名 称  足立区ケアハウス六月※ 

  ※ ケアハウス（軽費老人ホーム） 

   軽度の介護が必要な 60歳以上の方を対象に、低額な料金で食事・ 

入浴などの生活支援を提供し、自立した生活を支援する施設 

 

（２）所在地  足立区六月一丁目６番１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定管理料（見積り金額） 

（１）令和８年度（見積り額） 

① 非精算                   ０円（税込） 

② 要精算（人件費、事務費、事業費、その他活動支出） 

               １１１，０７６，０００円（税込） 

  合計（①＋②     １１１，０７６，０００円（税込） 

 ※ 前回選定時（令和３年度） ８３，０００，０００円（税込） 

（２）前回との差額 

 ＋２８，０７６，０００円（税込） 

（３）増額の主な理由 

 水道光熱費、人件費、給食等の再委託料の増 

 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 
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４ 指定管理者の候補者 

（１）事業者名 社会福祉法人聖風会（理事長 近藤 常博） 

（２）所 在 地 足立区花畑四丁目３９番１０号 

 

５ 応募事業者数    １事業者 

 

６ 現在の指定管理者  候補者に同じ 

 

７ 候補者となった理由・ポイント 

高齢者の入所施設として、長年大きな事故が無く、安定的に運営され

てきた実績や提案した事業計画の内容等の評価を受け、候補者として選

定された。 

 

８ 候補者となった経過 

（１）公募 

   次期指定期間中に、大規模改修工事（令和１０年度から１３年度） 

を予定しており、工事期間中、入居者への影響を最小限に抑え、安定

した運営を維持するため、現事業者による継続運営が望ましいと判断

し、非公募とした。      

（２）財務状況調査の結果   

 「適合」 

 税理士コメント：自己資本比率は高く、借入金も設備資金なので 

比較的安全性は高い。 

（３）審査会 

ア 審査会開催状況 

開催 開催日 内 容 
審査 

事業者数 

第１回 
令和７年 

５月６日 

ア 会長・副会長選任（書

面開催） 

イ 次期指定期間中に、大規

模改修工事があるため、非

公募とすることを確認（書

面確認） 

 

第２回 
令和７年 

７月１５日 

ア 第一次審査（書類選考） 

イ 現地調査 
１事業者 

第３回 
令和７年 

８月６日 

第二次審査（プレゼンテーシ

ョン、ヒアリング） 
１事業者 

 

イ 委員構成（計７名） 

種別 氏 名 役 職 等 

学識経験者 

(有識者含む) 

山田 健司 

【会長】 

帝京科学大学 医療科学部 

医療福祉学科 学科長 

長田 昌子 

【副会長】 

社会保険労務士 

東京都社会保険労務士会 

足立・荒川支部 
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船野 智輝 

公認会計士 

日本公認会計士協会 

東京会足立会 

区 民 

漆原 康次 足立地区人権擁護委員会委員 

堀口 幸子 
足立区民生・児童委員協議会 

第一合同５地区会長 

区職員 

伊東 貴志 足立区福祉部長 

鈴木 淳子 
足立区地域のちから推進部 

多様性社会推進課長 

ウ 審査項目及び審査結果 

  別紙１「足立区福祉施設指定管理者等選定審査会選定結果集計 

 表」のとおり。 

（４）労働条件審査等 

   選定委員会において候補となった事業者に対して、社会保険労務

士２名による労働条件審査を実施し、合格となった。 

 

【参考】 候補者の職員平均勤続年数及び平均給与 

ア 平均勤続年数 

平均勤続年数 

（令和２年参考） 

平均勤続年数 

（令和７年） 

約８年７か月 約１１年４か月 

イ 平均給与（月額） 

平均給与（月額） 

（令和２年参考） 

平均給与（月額） 

（令和７年） 

管理職 

５２０，６００円 

管理職 

４８４，５４０円 

常勤職員 

３２５，１３３円 

常勤職員 

３４１，７６７円 

非常勤職員 

１，０１５円 

短時間労働者（時給制） 

１，２２６円 ※ 

   ※ 令和７年１０月３日の東京都最低賃金改正を反映した時給 

 

９ 添付資料 

（１）別紙１ 足立区福祉施設指定管理者等選定審査会選定結果集計表 

（２）別紙２ 指定管理者の候補者の概要 

（３）別紙３ 事業計画の概要 

（４）別紙４ 収支計画の概要 

 

10 今後の方針 

  本議案が可決された際には、区長と事業者との間で協定書を締結する。 
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別紙１-１

 
財
務
状
況

 
情
報
収
集

 
ニ
ー

ズ
の
把
握

事
故
対
応

危
機
管
理
・
防
災
計
画

法
令
遵
守

外
部
チ
ェ
ッ

ク

人
材
育
成
・
職
員
研
修
計
画

職
員
待
遇

[

正
規
職
員
就
業
規
則

]

職
員
待
遇

[

非
正
規
職
員
就
業
規
則

]

職
員
待
遇

[

給
与
規
程

]

職
員
待
遇

[

育
児
休
業
規
程

]

職
員
待
遇

[

介
護
休
業
規
程

]

事
業
運
営
計
画

[

き
め
細
や
か
な
事
業
運
営
計
画
･
行
事
予
定

]

事
業
運
営
計
画

[

地
域
の
活
性
化

]

利
用
率
向
上

サ
ー

ビ
ス
向
上

現
実
性

広
報
活
動

実
習
生
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
受
け
入
れ

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

小計

3.00 4.00 3.71 4.14 4.29 3.43 4.14 4.00 4.43 4.43 4.57 3.29 3.29 3.86 3.29 3.29 3.57 3.71 3.14 3.43

小計 6.57 (65.70%)

※　一次審査は、各委員の点数を平均したものに第一次審査評定票に定める加点要素の割合を
　加えた点数。満点は１０７点。

足立区福祉施設指定管理者等選定審査会 【第一次審査結果集計表】

対象施設：足立区ケアハウス六月

審査区分 第一次審査（令和７年７月１５日開催）

評価項目

共通項目
その他

区
内
事
業
者
へ
の
割
合
加
点

（

総
得
点
の
２
～

５
％
）

ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
推
進
企
業

へ
の
割
合
加
点
（

総
得
点
の
２
％
）

組織の安定性 運営の安定性 事業計画の内容

配点 5 2 107 得点率 合否

35 30 25 10

得点
聖風会

3.75
26.71 (76.31%) 24.01 (80.03%)

0.00 78.75 73.60% 合

17.72 (70.88%)

第
一
次
審
査
合
計

第
一
次
審
査
結
果

【第一次審査の結果】

得点率６割以上を満たしたため、第二次審査の対象とする。

第
一
次
審
査
合
計

第
一
次
審
査
結
果

第
一
次
審
査
合
計

第
一
次
審
査
結
果

第
一
次
審
査
合
計

第
一
次
審
査
結
果

第
一
次
審
査
合
計

第
一
次
審
査
結
果

第
一
次
審
査
合
計

第
一
次
審
査
結
果
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別紙１-２

利用
者の
利便
性

個人情
報の取
扱い

 
職
員
体
制

 
危
機
管
理

　
経
営
理
念
・
ビ
ジ
ョ

ン
・
熱
意

　
施
設
運
営
方
針

　
利
用
者
支
援

　
専
門
人
材
育
成

　
利
用
者
意
見
の
反
映

　
個
人
情
報
の
取
扱
い

　
地
域
住
民
と
の
連
携
・
地
域
貢
献

　
地
域
関
係
機
関
と
の
連
携
方
針

　
社
会
貢
献
活
動

　
ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス

　
職
員
の
健
康
管
理

　
実
績

　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ

ン

　

[

説
明
が
論
理
的
で
説
得
力
が
あ
る

]

　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ

ン

　

[

委
員
の
質
問
を
的
確
に
理
解
し
て
い
る

]

　

[

冷
静
に
議
論
で
き
る
協
調
性
が
あ
る

]

　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ

ン

[

資
料
の
調
整
力
が
あ
る

]

（％）

小計 70 70 (点数）

0

小計 50 54 0

得点率 71.43% 77.14%

50 54 26
１位

22 28 25 56 25 31（候補者）
社会福祉法人聖風会 26 29 52 28 26

35 35 70 35 35 35配点 35 35 70 35 35

足立区福祉施設指定管理者等選定審査会（足立区ケアハウス六月）
第二次審査結果集計表

審査区分 第二次審査（令和７年８月６日開催）

評価項目

共通項目

その他

合
計
〔

Ａ
〕

減
点
（

上
段
＝

率
　
　
下
段
＝

点
数
〔

Ｂ
〕
）

第
二
次
審
査
合
計
（

Ａ
＋
Ｂ
）

第
二
次
審
査
結
果

70 140 70 280

施設の管理
運営体制

施設運営の
取組み方針

地域との関
係づくり

70 70 35

74.86%524
23 23

順位

<満点>

700
<満点>

700 得点率
35 35

78.57% 75.71% 65.71% 76.07%

※　第二次審査は、申請団体の提案説明及び質疑応答後の各委員による評価点
　の合計。満点は７００点。

55 106 46 213

524.00

【第二次審査の結果】
「社会福祉法人聖風会」が指定管理者の候補者となった。
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別紙２ 指定管理者の候補者の概要

団体名（代表者名） 社会福祉法人聖風会 理事長 近藤 常博

① 主たる事務所の所在地 東京都足立区花畑四丁目３９番１０号

② 設立年月日 昭和 29年 12月 28日

③ 現在の資本金 基本財産 4,655,684,197円

④ 役員名簿 理事長 近藤 常博

業務執行理事 伊藤 俊浩

理事 三原 將嗣 瀬田 悌三郎

鴨下 稔  齋藤 幸枝

雨宮 恵子 西條 直樹

監事 安藤 政利 内藤 博道

⑤ 事業概要 第 1種社会福祉事業

特別養護老人ホームの経営

軽費老人ホームの経営

第 2種社会福祉事業

老人デイサービスセンターの経営

老人短期入所事業の経営

老人居宅介護等事業の経営

障害福祉サービス事業の経営

認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

職員総数 760名

（正規職員 402名、非正規職員 358名）

⑥ 区内における指定管理の実績 足立区ケアハウス六月

(平成 7年 4月～現在に至る)

⑦ 他自治体における指定管理の実績 荒川区立特別養護老人ホームグリーンハイム荒

川
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別紙４ 収支計画の概要

１ 収支計画の概要  (年度ごと 指定期間分)             （円）

令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度

収入 指定管理料 111,076,000 103,513,000 100,845,000 101,293,000 102,041,000

利用料金収入 48,288,000 48,288,000 48,288,000 48,288,000 48,288,000

事業収入 0 0 0 0 0

その他 942,000 942,000 942,000 942,000 942,000

収入計 160,306,000 152,743,000 150,075,000 150,523,000 151,271,000

支出 人件費 35,253,000 35,701,000 36,149,000 36,597,000 37,045,000

職員給与支出 18,073,000 18,241,000 18,409,000 18,577,000 18,745,000

職員賞与支出 4,484,000 4,584,000 4,684,000 4,784,000 4,884,000

非常勤職員給与支出 7,680,000 7,680,000 7,680,000 7,680,000 7,680,000

退職給付支出 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000

法定福利費支出 4,860,000 5,040,000 5,220,000 5,400,000 5,580,000

事業費 57,582,000 57,582,000 57,582,000 57,582,000 57,582,000

給食費支出 19,040,000 19,040,000 19,040,000 19,040,000 19,040,000

医薬品費支出 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

保健衛生費支

出

1,196,000 1,196,000 1,196,000 1,196,000 1,196,000

教養娯楽費支出 646,000 646,000 646,000 646,000 646,000

日用品費支出 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000

水道光熱費支出 32,880,000 32,880,000 32,880,000 32,880,000 32,880,000

消耗器具備品費

支出

590,000 590,000 590,000 590,000 590,000

保険料支出 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000

賃借料支出 2,570,000 2,570,000 2,570,000 2,570,000 2,570,000

車両費支出 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000

事務費 66,487,000 58,476,000 55,360,000 55,360,000 55,660,000

福利厚生費支出 238,000 238,000 238,000 238,000 238,000

職員被服費支出 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

旅費交通費支出 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

研修研究費支出 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000

事務消耗品費支出 499,000 259,000 259,000 259,000 259,000

印刷製本費支出 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

修繕費支出 14,320,000 6,560,000 3,000,000 3,000,000 3,300,000

通信運搬費支出 379,000 379,000 379,000 379,000 379,000

会議費支出 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

広報費支出 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000
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業務委託費支出 40,967,000 40,967,000 41,411,000 41,411,000 41,411,000

手数料支出 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000

租税公課支出 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000

保守料支出 8,052,000 8,052,000 8,052,000 8,052,000 8,052,000

渉外費支出 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000

諸会費支出 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

雑支出 262,000 251,000 251,000 251,000 251,000

利用者等外給食

費支出

485,000 485,000 485,000 485,000 485,000

その他の支出 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000

本部事務費 984,000 984,000 984,000 984,000 984,000

支出計 160,306,000 152,743,000 150,075,000 150,523,000 151,271,000

収支

差額

    

     0

    

     0

    

     0

    

     0

    

     0
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第１２５号議案説明資料 

令和７年１２月１０日 

件  名 足立区高齢者在宅サービスセンター西新井の指定管理者の指定について 

所管部課名 福祉部 高齢者施策推進室 高齢者地域包括ケア推進課 

内  容 

足立区福祉施設指定管理者等選定審査会（以下、「審査会」という。）に

おける選定審査の結果、以下の事業者を指定管理者の候補者として選定し

たので、議会の議決を経て指定管理者として指定する。 

 

１ 対象施設 

（１）名 称  足立区高齢者在宅サービスセンター西新井※ 

  ※ 高齢者在宅サービスセンター 

    要介護・要支援認定者に対し、日帰りで入浴・食事・機能訓練等

のデイサービスを提供する施設 

（２）所在地  足立区西新井二丁目５番５号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定管理料（見積り金額） 

（１）令和８年度（見積り額） 

① 非精算                  ０円（税込） 

② 要精算（人件費、事務費、事業費、その他活動支出） 

               １０，０００，０００円（税込） 

  合計（①＋②     １０，０００，０００円（税込） 

 ※ 前回選定時（令和３年度   ８，７６０，０００円（税込） 

（２）前回との差額 

＋１，２４０，０００円（税込） 

（３）増額の主な理由 

 水道光熱費、人件費、給食等の再委託料の増 

 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 
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４ 指定管理者の候補者 

（１）事業者名 社会福祉法人西新井だいわ会（理事長 細井 和男） 

（２）所 在 地 足立区西新井二丁目５番５号 

 

５ 応募事業者数    １事業者 

 

６ 現在の指定管理者  候補者に同じ 

 

７ 候補者となった理由・ポイント 

高齢者の通所施設として、継続的に高い評価を受け、安定的に運営さ

れてきた実績や提案した事業計画の内容等の評価を受け、候補者として

選定された。 

 

８ 候補者となった経過 

（１）公募 

    令和７年５月７日～令和７年５月２６日 

（２）財務状況調査の結果   

 「最適合」 

税理士コメント：自己資本比率も高く借入金もない。安全性に関

して問題はない。 

（３）審査会 

ア 審査会開催状況 

開催 開催日 内 容 
審査 

事業者数 

第１回 
令和７年 

５月６日 
会長・副会長選任（書面開催）  

第２回 
令和７年 

７月１５日 

ア 第一次審査（書類選考） 

イ 現地調査 
１事業者 

第３回 
令和７年 

８月６日 

第二次審査（プレゼンテーシ

ョン、ヒアリング） 
１事業者 

 

イ 委員構成（計７名） 

種別 氏 名 役 職 等 

学識経験者 

(有識者含む) 

山田 健司 

【会長】 

帝京科学大学 医療科学部 

医療福祉学科 学科長 

長田 昌子 

【副会長】 

社会保険労務士 

東京都社会保険労務士会 

足立・荒川支部 

船野 智輝 

公認会計士 

日本公認会計士協会 

東京会足立会 

区 民 漆原 康次 足立地区人権擁護委員会委員 
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堀口 幸子 
足立区民生・児童委員協議会 

第一合同５地区会長 

区職員 

伊東 貴志 足立区福祉部長 

鈴木 淳子 
足立区地域のちから推進部 

多様性社会推進課長 

ウ 審査項目及び審査結果 

  別紙１「足立区福祉施設指定管理者等選定審査会選定結果集計 

 表」のとおり。 

（４）労働条件審査等 

   選定委員会において候補となった事業者に対して、社会保険労務

士２名による労働条件審査を実施し、合格となった。 

 

【参考】 候補者の職員平均勤続年数及び平均給与 

ア 平均勤続年数 

平均勤続年数 

（令和２年参考） 

平均勤続年数 

（令和７年） 

約７年９か月 約９年６か月 

イ 平均給与（月額） 

平均給与（月額） 

（令和２年参考） 

平均給与（月額） 

（令和７年） 

管理職 

３６７，２４３円 

管理職 

４０３，０４０円 

常勤職員 

２２６，２７８円 

常勤職員 

２５５，４８２円 

短時間労働者（時給制） 

１，０１５円 

短時間労働者（時給制） 

１，２２６円 ※ 

   ※ 令和７年１０月３日の東京都最低賃金改正を反映した時給 

 

９ 添付資料 

（１）別紙１ 足立区福祉施設指定管理者等選定審査会選定結果集計表 

（２）別紙２ 指定管理者の候補者の概要 

（３）別紙３ 事業計画の概要 

（４）別紙４ 収支計画の概要 

 

10 今後の方針 

  本議案が可決された際には、区長と事業者との間で協定書を締結する。 
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別紙１-１

 
財
務
状
況

 
情
報
収
集

 
ニ
ー

ズ
の
把
握

事
故
対
応

危
機
管
理
・
防
災
計
画

法
令
遵
守

外
部
チ
ェ
ッ

ク

人
材
育
成
・
職
員
研
修
計
画

職
員
待
遇

[

正
規
職
員
就
業
規
則

]

職
員
待
遇

[

非
正
規
職
員
就
業
規
則

]

職
員
待
遇

[

給
与
規
程

]

職
員
待
遇

[

育
児
休
業
規
程

]

職
員
待
遇

[

介
護
休
業
規
程

]

事
業
運
営
計
画

[

き
め
細
や
か
な
事
業
運
営
計
画
･
行
事
予
定

]

事
業
運
営
計
画

[

地
域
の
活
性
化

]

利
用
率
向
上

サ
ー

ビ
ス
向
上

現
実
性

広
報
活
動

実
習
生
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
受
け
入
れ

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

小計

5.00 3.71 4.29 3.43 3.71 3.71 3.86 3.86 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 4.14 4.14 4.43 4.29 4.00 3.43 3.57

小計 7.00 (70.00%)

合

35 30 25 10

得点
だいわ会

3.91

組織の安定性 運営の安定性 事業計画の内容

配点 5 2 107 得点率 合否

足立区福祉施設指定管理者等選定審査会 【第一次審査結果集計表】

対象施設：足立区高齢者在宅サービスセンター西新井

審査区分 第一次審査（令和７年７月１５日開催）

評価項目

共通項目
その他

区
内
事
業
者
へ
の
割
合
加
点

（

総
得
点
の
２
～

５
％
）

ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
推
進
企
業

へ
の
割
合
加
点
（

総
得
点
の
２
％
）

※　一次審査は、各委員の点数を平均したものに第一次審査評定票に定める加点要素の割合を
　加えた点数。満点は１０７点。

27.71 (79.17%) 22.41 (74.70%) 21.00 (84.00%)
1.56 83.61 78.14%

第
一
次
審
査
合
計

第
一
次
審
査
結
果

【第一次審査の結果】

得点率６割以上を満たしたため、第二次審査の対象とする。

第
一
次
審
査
合
計

第
一
次
審
査
結
果

第
一
次
審
査
合
計

第
一
次
審
査
結
果

第
一
次
審
査
合
計

第
一
次
審
査
結
果

第
一
次
審
査
合
計

第
一
次
審
査
結
果
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別紙１-２
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職
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プ
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説
明
が
論
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説
得
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が
あ
る
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プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ

ン

　

[

委
員
の
質
問
を
的
確
に
理
解
し
て
い
る

]

　

[

冷
静
に
議
論
で
き
る
協
調
性
が
あ
る

]

　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ

ン

[

資
料
の
調
整
力
が
あ
る

]

（％）

小計 70 70 (点数）

0

小計 64 56 0

得点率 91.43% 80.00%

64 56
86.29% １位

33 30 56 30 33 24（候補者）
社会福祉法人だいわ会 33 28 68 35 30

35 35 70 35 35 35配点 35 35 70 35 35

足立区福祉施設指定管理者等選定審査会（足立区高齢者在宅サービスセンター西新井）
第二次審査結果集計表

審査区分 第二次審査（令和７年８月６日開催）

評価項目

共通項目

その他

合
計
〔

Ａ
〕

減
点
（

上
段
＝

率
　
　
下
段
＝

点
数
〔

Ｂ
〕
）

第
二
次
審
査
合
計
（

Ａ
＋
Ｂ
）

第
二
次
審
査
結
果

70 140 70 280

施設の管理
運営体制

施設運営の
取組み方針

地域との関
係づくり

70 70 35

604.00
29 27 28

順位

<満点>

700
<満点>

700 得点率
35 35

87.14% 95.00% 80.00% 83.57%

※　第二次審査は、申請団体の提案説明及び質疑応答後の各委員による評価点
　の合計。満点は７００点。

61 133 56 234

604

【第二次審査の結果】
「社会福祉法人だいわ会」が指定管理者の候補者となった。
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別紙２ 指定管理者の候補者の概要

団体名（代表者名） 社会福祉法人西新井だいわ会

理事長 細井 和男

① 主たる事務所の所在地 東京都足立区西新井二丁目５番５号

② 設立年月日 平成 15年 2月 19日

③ 現在の資本金 基本財産 10,000,000円

④ 役員名簿 理事長 細井 和男

理事 新井 五輪子 大熊 邦子

軽部 まち子 佐野 洋介

鈴木 肇

監事 永井 章子  乗田 一正

⑤ 事業概要 第 2種社会福祉事業

老人デイサービスセンターの経営

  会食サービス事業

  地域交流スペースの貸し出し

  高齢者筋力向上トレーニング

  地域包括支援センター

  居宅介護支援事業

職員総数 ７８名

（正規職員３２名、非正規職員４６名）

⑥ 区内における指定管理の実績 高齢者在宅サービスセンター西新井

(平成 15年 4月～現在に至る)

⑦ 他自治体における指定管理の実績 なし
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別紙４ 収支計画の概要

１ 収支計画の概要  (年度ごと 指定期間分)             （円）

令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度

収入 指定管理料 10,000,000 10,200,000 10,400,000 10,500,000 10,500,000

利用料金収入 1,029,000 1,058,000 1,073,000 1,080,000 1,125,000

事業収入 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0

収入計 11,029,000 11,258,000 11,473,000 11,580,000 11,625,000

支出 人件費 4,170,000 4,400,000 4,450,000 4,650,000 4,600,000 

職員給与支出 2,185,000 2,310,000 2,330,000 2,444,000 2,409,000 

職員賞与支出 944,000 990,000 1,010,000 1,050,000 1,040,000 

非常勤職員給与支出 473,000 500,000 510,000 525,000 520,000 

退職給付支出 28,000 30,000 30,000 31,000 31,000 

法定福利費支出 540,000 570,000 570,000 600,000 600,000 

事務費 3,409,000 3,264,000 3,361,000 3,289,000 3,397,000

福利厚生費 12,000 13,000 13,000 13,000 13,000 

旅費交通費 2,000 2,000 2,100 2,000 2,000 

研修研究費支出 2,000 2,000 2,100 2,000 2,000 

事務消耗品費支出 186,000 191,000 191,000 191,000 191,000 

印刷製本費支出 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

水道光熱費支出 31,000 32,000 32,000 32,000 32,000 

修繕費支出 875,000 900,000 920,000 910,000 931,000 

通信運搬費支出 72,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

会議費支出 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

広報費支出 4,200 4,500 4,500 4,500 4,500 

業務委託費支出 1,866,000 1,887,300 1,970,100 1,902,400 1,998,300 

手数料支出 4,000 4,200 4,200 4,200 4,200 

保険料支出 5,000 5,200 5,200 5,200 5,200 

賃借料支出 12,600 13,500 13,500 13,500 13,500 

租税公課支出 2,000 2,100 2,100 2,000 2,100 

保守料支出 389,000 410,000 410,000 410,000 410,000 

雑支出 4,000 4,100 4,100 4,100 4,100 

書籍費 2,000 2,100 2,100 2,100 2,100 

事業費 3,450,000 3,264,000 3,361,000 3,289,000 3,397,000

給食費支出 700,000 660,000 682,000 667,000 689,000 

水道光熱費支出 2,404,000 2,274,000 2,349,000 2,292,000 2,378,000 

消耗器具備品費支出 257,000 245,000 245,000 245,000 245,000 

保険料支出 78,000 74,000 74,000 74,000 74,000 
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雑支出 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 

その他の支出 0 0 0 0 0

本部経費 0 0 0 0 0

支出計 11,029,000 11,150,000 11,400,000 11,450,000 11,625,000

収支

差額 0 108,000 73,000 130,000 0
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第１２６号議案説明資料 

令和７年１２月１０日 

件  名 足立区綾瀬福祉園の指定管理者の指定について 

所管部課名 福祉部 障がい福祉課 

内  容 

足立区福祉施設指定管理者等選定審査会（以下、「審査会」という。）に

おける選定審査の結果、以下の事業者を指定管理者の候補者として選定し

たので、議会の議決を経て指定管理者として指定する。 

 

１ 対象施設 

（１）名 称  足立区綾瀬福祉園 

（２）所在地  足立区東綾瀬一丁目２６番２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定管理料（見積り金額） 

（１）令和８年度（見積り額） 

  ① 非精算                   ０円（税込） 

  ② 要精算（人件費、事務費、事業費、その他活動支出） 

                １８３，６３１，２１４円（税込） 

    合 計（①＋②）    １８３，６３１，２１４円（税込） 

  ※ 前回選定時（令和３年度）１７７，５８４，２１８円（税込） 

（２）前回との差額 

  ＋６，０４６，９９６円（税込） 

（３）増額理由 

   人件費及び物価の高騰による増 

 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

 

４ 指定管理者の候補者 

（１）事業者名 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 

（理事長 立原 麻里子） 

（２）所 在 地 新宿区西新宿七丁目８番１０号(オークラヤビル２階) 
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５ 応募事業者数    １事業者 

 

６ 現在の指定管理者  候補者に同じ 

 

７ 候補者となった理由・ポイント 

  審査会において、障がい者施設運営事業者としての長年の実績や提案

した事業計画の内容等の評価を受け、候補者として選定された。 

 

８ 候補者となった経過 

（１）公募 

   令和７年５月７日～令和７年５月２６日 

（２）財務状況調査の結果 

   最適合 

   【税理士コメント】 

    ア 自己資本比率も高く、資産に対する借入金も少なく、引当金

も繰入れしてあることから安全性に関しては盤石である。 

    イ 売上高も高い位置で安定し、3期ともしっかり利益を確保し

ていることから、収益性・経営効率も良い。 

（３）審査会 

ア 審査会開催状況 

開催 開催日 内 容 
審査 

事業者数 

第１回 
令和７年 

５月６日 
会長・副会長選任（書面開催）  

第２回 
令和７年 

７月１５日 

ア 第一次審査（書類選考） 

イ 現地調査 
１事業者 

第３回 
令和７年 

８月６日 

第二次審査（プレゼンテーシ

ョン、ヒアリング） 
１事業者 

イ 委員構成（計７名） 

種別 氏 名 役 職 等 

 

学識経験者 

(有識者含む) 

 

 

学識経験者 

(有識者含む) 

山田 健司 

【会長】 

帝京科学大学 医療科学部 

医療福祉学科 学科長 

長田 昌子 

【副会長】 

社会保険労務士 

東京都社会保険労務士会 

足立・荒川支部 

船野 智輝 

公認会計士 

日本公認会計士協会 

東京会足立会 

区 民 

漆原 康次 足立地区人権擁護委員会委員 

堀口 幸子 
足立区民生・児童委員協議会 

第一合同５地区会長 
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区職員 

伊東 貴志 足立区福祉部長 

鈴木 淳子 
足立区地域のちから推進部 

多様性社会推進課長 

ウ 審査項目及び審査結果 

別紙１「足立区福祉施設指定管理者等選定審査会選定結果集計 

表」のとおり。 

（４）労働条件審査等 

選定委員会において候補となった事業者に対して、社会保険労務

士２名による労働条件審査を実施し、合格となった。 

 

【参考】 候補者の職員平均勤続年数及び平均給与 

ア 平均勤続年数 

平均勤続年数 

（令和２年参考） 

平均勤続年数 

（令和７年） 

約８年 約１１年 

イ 平均給与（月額） 

平均給与（月額） 

（令和２年参考） 

平均給与（月額） 

（令和７年） 

管理職 

３０８，０００円 

管理職 

３７５，０７３円 

常勤職員 

２２５，０００円 

常勤職員 

２６０，８３４円 

非常勤職員 

１９６，８００円 

非常勤職員 

２５０，５５６円 

 

９ 添付資料 

（１）別紙１ 足立区福祉施設指定管理者等選定審査会選定結果集計表 

（２）別紙２ 指定管理者の候補者の概要 

（３）別紙３ 事業計画の概要 

（４）別紙４ 収支計画の概要 

 

10 今後の方針 

本議案が可決された際には、区長と事業者との間で協定書を締結する。 
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別紙１-１

 
財
務
状
況

 
情
報
収
集

 
ニ
ー

ズ
の
把
握

事
故
対
応

危
機
管
理
・
防
災
計
画

法
令
遵
守

外
部
チ
ェ
ッ

ク

人
材
育
成
・
職
員
研
修
計
画

職
員
待
遇

[

正
規
職
員
就
業
規
則

]

職
員
待
遇

[

非
正
規
職
員
就
業
規
則

]

職
員
待
遇

[

給
与
規
程

]

職
員
待
遇

[

育
児
休
業
規
程

]

職
員
待
遇

[

介
護
休
業
規
程

]

事
業
運
営
計
画

[

き
め
細
や
か
な
事
業
運
営
計
画
･
行
事
予
定

]

事
業
運
営
計
画

[

地
域
の
活
性
化

]

利
用
率
向
上

サ
ー

ビ
ス
向
上

現
実
性

広
報
活
動

実
習
生
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
受
け
入
れ

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

小計

5.00 4.57 4.14 4.00 3.71 4.14 4.43 4.43 4.29 4.29 4.29 4.43 4.14 4.71 4.00 4.00 4.14 3.86 3.86 3.71

小計 7.57 (75.70%)

合

35 30 25 10

得点
東京都手をつなぐ育成会

2.52

組織の安定性 運営の安定性 事業計画の内容

配点 5 2 107 得点率 合否

足立区福祉施設指定管理者等選定審査会 【第一次審査結果集計表】

対象施設：足立区綾瀬福祉園

審査区分 第一次審査（令和７年７月１５日開催）

評価項目

共通項目
その他

区
内
事
業
者
へ
の
割
合
加
点

（

総
得
点
の
２
～

５
％
）

ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
推
進
企
業

へ
の
割
合
加
点
（

総
得
点
の
２
％
）

※　一次審査は、各委員の点数を平均したものに第一次審査評定票に定める加点要素の割合を
　加えた点数。満点は１０７点。

29.99 (85.69%) 25.87 (86.23%) 20.71 (82.84%)
0.00 86.67 81.00%

第
一
次
審
査
合
計

第
一
次
審
査
結
果

【第一次審査の結果】

得点率６割以上を満たしたため、第二次審査の対象とする。

第
一
次
審
査
合
計

第
一
次
審
査
結
果

第
一
次
審
査
合
計

第
一
次
審
査
結
果

第
一
次
審
査
合
計

第
一
次
審
査
結
果
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と
の
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貢
献
活
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ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス

　
職
員
の
健
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管
理

　
実
績

　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
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ン

　

[

説
明
が
論
理
的
で
説
得
力
が
あ
る

]

　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ

ン

　

[

委
員
の
質
問
を
的
確
に
理
解
し
て
い
る

]

　

[

冷
静
に
議
論
で
き
る
協
調
性
が
あ
る

]

　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ

ン

[

資
料
の
調
整
力
が
あ
る

]

（％）

小計 70 70 (点数）

0

小計 60 54 0

得点率 85.71% 77.14%

82.86%
28 54 31 32 27

580 580.00

35

（候補者）
社会福祉法人東京都手をつな

ぐ育成会
31 30 64 30 29 60 54

35 35 35 70 35 35配点 35 35 70 35 35

足立区福祉施設指定管理者等選定審査会（足立区綾瀬福祉園）
第二次審査結果集計表

審査区分 第二次審査（令和７年８月６日開催）

評価項目

共通項目

その他

合
計
〔

Ａ
〕

減
点
（

上
段
＝

率
　
　
下
段
＝

点
数
〔

Ｂ
〕
）

第
二
次
審
査
合
計
（

Ａ
＋
Ｂ
）

第
二
次
審
査
結
果

70 140 70 280

施設の管理
運営体制

施設運営の
取組み方針

地域との関
係づくり

70 70 35

※　第二次審査は、申請団体の提案説明及び質疑応答後の各委員による評価点
　の合計。満点は７００点。

27 27 28 28

順位

<満点>

700
<満点>

700 得点率
35

87.14% 87.86% 77.14% 81.43%

１位

61 123 54 228

【第二次審査の結果】
「社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会」が指定管理者の候補者となった。
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別紙２ 指定管理者の候補者の概要（足立区綾瀬福祉園）

団体名（代表者名） 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会

理事長 立原 麻里子

① 主たる事務所の所在地 新宿区西新宿七丁目８番１０号（オークラヤビル

内）

② 設立年月日 昭和４７年３月２５日

③ 基本財産 ５，３７９，２７６，６６５円

④ 役員名簿 理事長 立原 麻里子

副理事長 永田 直子・森山 瑞江・高橋 香

常務理事 仁田坂 和夫

理事   渡邉 理津子・松崎 伸一・佐藤 宏樹

緑川 眞・小原 誠太郎

監事   半澤 嘉博・菅原 由美香

⑤ 事業概要 第１種社会福祉事業

障害者支援施設の経営

第２種社会福祉事業

障害福祉サービスの経営

（１）生活介護事業

（２）就労移行支援事業

（３）就労定着支援事業

（４）就労継続支援 A・B事業

（５）自立訓練（生活訓練）事業

（６）短期入所事業

（７）共同生活援助事業

（８）日中一時支援事業

（９）緊急時一時保護事業

地域活動支援センターの経営

身体障害者デイサービス事業の経営

特定相談支援事業の経営

一般相談支援事業の経営

障害児相談支援事業の経営

職員総数 ２，０３７名

（正規職員１，１３３名、非正規職員９０４名）

⑥ 区内における指定管理の実績 足立区綾瀬福祉園(平成１８年４月～現在に至る)

⑦ 他自治体における指定管理の実績 中央区立知的障害者生活支援施設レインボーハウ

ス明石 外
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別紙４ 収支計画の概要（足立区綾瀬福祉園） 

 

１ 収支計画の概要  (年度ごと 指定期間分)                （円） 

  令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度 

収入 指定管理料 183,631,214 186,045,192 187,889,556 189,956,540 191,617,337 

利用者給食費負担分 4,195,200 4,195,200 4,416,000 4,416,000 4,416,000 

補助金事業収入 3,312,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 

その他 650,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

収入計 191,788,414 193,750,392 195,815,556 197,882,540 199,543,337 

支出 人件費 149,509,435 151,611,812 153,122,126 154,597,390 156,029,704 

職員給与支出 85,867,524 86,535,444 87,357,132 88,152,612 88,904,532 

職員賞与支出 29,543,226 30,482,510 30,790,126 31,087,870 31,369,400 

非常勤職員給与支出 11,389,940 11,505,620 11,621,300 11,722,520 11,838,200 

退職給付支出 2,612,500 2,612,500 2,612,500 2,612,500 2,612,500 

法定福利費支出 20,096,245 20,475,738 20,741,068 21,021,888 21,305,072 

事務費 16,331,465 15,906,587 16,305,387 16,871,587 16,785,387 

福利厚生費 499,022 499,022 499,022 499,022 499,022 

旅費交通費 241,600 232,800 232,800 232,800 232,800 

研修研究費支出 567,115 567,115 692,115 692,115 692,115 

事務消耗品費支出 1,292,292 1,266,450 1,326,450 1,326,450 1,326,450 

印刷製本費支出 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

修繕費支出 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

通信運搬費支出 383,748 398,160 398,160 398,160 398,160 

会議費支出 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

広報費支出 500,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

業務委託費支出 11,072,268 11,243,200 11,483,200 11,723,200 11,963,200 

手数料支出 938,620 636,840 636,840 936,840 636,840 

土地・建物賃借料支出 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 

租税公課支出 12,400 38,600 12,400 38,600 12,400 

諸会費支出 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 

雑費支出 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

事業費 17,212,574 17,563,501 17,674,001 17,694,001 17,974,001 

給食費支出 4,379,500 4,379,500 4,610,000 4,610,000 4,610,000 

保健衛生費支出 1,701,200 1,712,500 1,772,500 1,772,500 1,772,500 

教養娯楽費支出 5,036,540 5,036,540 5,036,540 5,036,540 5,036,540 

消耗器具備品費支出 1,628,761 2,000,000 1,830,000 1,830,000 2,130,000 

保険料支出 370,000 353,220 363,220 363,220 363,220 

教育指導費支出 629,600 629,600 629,600 629,600 629,600 

車両費支出 240,000 210,000 190,000 210,000 190,000 
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賃借料支出 3,226,973 3,242,141 3,242,141 3,242,141 3,242,141 

退職給付引当金 1,849,200 1,766,400 1,777,440 1,782,960 1,782,960 

本部繰入金 6,885,740  6,902,092 6,936,602 6,936,602 6,971,285 

支出計 191,788,414 193,750,392 195,815,556 197,882,540 199,543,337 

収支

差額 

 0 0 0 0 0 
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第１２７号議案説明資料 

令和７年１２月１０日 

件  名 足立区大谷田就労支援センターの指定管理者の指定について 

所管部課名 福祉部 障がい福祉課 

内  容 

足立区福祉施設指定管理者等選定審査会（以下、「審査会」という。）に

おける選定審査の結果、以下の事業者を指定管理者の候補者として選定し

たので、議会の議決を経て指定管理者として指定する。 

 

１ 対象施設 

（１）名 称  足立区大谷田就労支援センター 

（２）所在地  足立区大谷田一丁目４４番３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定管理料（見積り金額） 

（１）令和８年度（見積り額） 

  ① 非精算                   ０円（税込） 

  ② 要精算（人件費、事務費、事業費、その他活動支出） 

                １２８，８８０，０００円（税込） 

    合 計（①＋②）    １２８，８８０，０００円（税込） 

  ※ 前回選定時（令和３年度）１１８，６１０，６７０円（税込） 

（２）前回との差額 

  ＋１０，２６９，３３０円（税込） 

（３）増額理由 

   人件費及び物価の高騰による増 

 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

 

４ 指定管理者の候補者 

（１）事業者名 社会福祉法人あいのわ福祉会（理事長 伊藤 良久） 

（２）所 在 地 足立区青井四丁目３０番５号 
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５ 応募事業者数    １事業者 

 

６ 現在の指定管理者  候補者に同じ 

 

７ 候補者となった理由・ポイント 

  審査会において、障がい者施設運営事業者としての長年の実績や提案

した事業計画の内容等の評価を受け、候補者として選定された。 

 

８ 候補者となった経過 

（１）公募 

   令和７年５月７日～令和７年５月２６日 

（２）財務状況調査の結果 

   最適合 

   【税理士コメント】 

    ア 預金残高、固定資産に対して借入金が少なく、自己資本比率

も非常に高いことから安全性は盤石である。 

    イ 収益性・経営効率については、売上高はほぼ横ばいで推移し

ているが、当期純利益率は毎期上がってきており、最終期は４％

を超えている。収益性・経営効率共に全く問題ないと言える。 

 

（３）審査会 

ア 審査会開催状況 

開催 開催日 内 容 
審査 

事業者数 

第１回 
令和７年 

５月６日 
会長・副会長選任（書面開催）  

第２回 
令和７年 

７月１５日 

ア 第一次審査（書類選考） 

イ 現地調査 
１事業者 

第３回 
令和７年 

８月６日 

第二次審査（プレゼンテーシ

ョン、ヒアリング） 
１事業者 

 

イ 委員構成（計７名） 

種別 氏 名 役 職 等 

学識経験者 

(有識者含む) 

山田 健司 

【会長】 

帝京科学大学 医療科学部 

医療福祉学科 学科長 

長田 昌子 

【副会長】 

社会保険労務士 

東京都社会保険労務士会 

足立・荒川支部 

船野 智輝 

公認会計士 

日本公認会計士協会 

東京会足立会 
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区 民 

漆原 康次 足立地区人権擁護委員会委員 

堀口 幸子 
足立区民生・児童委員協議会 

第一合同５地区会長 

区職員 

伊東 貴志 足立区福祉部長 

鈴木 淳子 
足立区地域のちから推進部 

多様性社会推進課長 

ウ 審査項目及び審査結果 

別紙１「足立区福祉施設指定管理者等選定審査会選定結果集計 

表」のとおり。 

（４）労働条件審査等 

選定委員会において候補となった事業者に対して、社会保険労務

士２名による労働条件審査を実施し、合格となった。 

 

【参考】 候補者の職員平均勤続年数及び平均給与 

ア 平均勤続年数 

平均勤続年数 

（令和２年参考） 

平均勤続年数 

（令和７年） 

約９年４か月 約１１年８か月 

イ 平均給与（月額） 

平均給与（月額） 

（令和２年参考） 

平均給与（月額） 

（令和７年） 

管理職 

５２７，０００円 

管理職 

５５９，３８３円 

常勤職員 

２８８，２４８円 

常勤職員 

２９５，８４２円 

非常勤職員（時給制） 

１，２１４円 

非常勤職員（時給制） 

１，３５０円 ※ 

短時間労働者（時給制） 

１，２００円 

短時間労働者（時給制） 

１，３５０円 ※ 

   ※ 令和７年１０月３日の東京都最低賃金改正を反映した時給 

９ 添付資料 

（１）別紙１ 足立区福祉施設指定管理者等選定審査会選定結果集計表 

（２）別紙２ 指定管理者の候補者の概要 

（３）別紙３ 事業計画の概要 

（４）別紙４ 収支計画の概要 

 

10 今後の方針 

本議案が可決された際には、区長と事業者との間で協定書を締結する。 
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別紙１-１

 
財
務
状
況

 
情
報
収
集

 
ニ
ー

ズ
の
把
握

事
故
対
応

危
機
管
理
・
防
災
計
画

法
令
遵
守

外
部
チ
ェ
ッ

ク

人
材
育
成
・
職
員
研
修
計
画

職
員
待
遇

[

正
規
職
員
就
業
規
則

]

職
員
待
遇

[

非
正
規
職
員
就
業
規
則

]

職
員
待
遇

[

給
与
規
程

]

職
員
待
遇

[

育
児
休
業
規
程

]

職
員
待
遇

[

介
護
休
業
規
程

]

事
業
運
営
計
画

[

き
め
細
や
か
な
事
業
運
営
計
画
･
行
事
予
定

]

事
業
運
営
計
画

[

地
域
の
活
性
化

]

利
用
率
向
上

サ
ー

ビ
ス
向
上

現
実
性

広
報
活
動

実
習
生
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
受
け
入
れ

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

小計

5.00 3.57 3.57 4.00 4.14 3.57 4.00 3.71 4.29 4.14 4.57 4.43 4.43 3.71 3.71 3.57 3.57 3.71 3.14 3.57

小計 6.71 (67.10%)(85.23%)
1.57 83.92 78.43% 合

18.27 (73.08%)

合否

35 30 25 10

得点
あいのわ福祉会

3.92
27.85 (79.57%) 25.57

組織の安定性 運営の安定性 事業計画の内容

配点 5 2 107 得点率

※　一次審査は、各委員の点数を平均したものに第一次審査評定票に定める加点要素の割合を
　加えた点数。満点は１０７点。

足立区福祉施設指定管理者等選定審査会 【第一次審査結果集計表】

対象施設：足立区大谷田就労支援センター

審査区分 第一次審査（令和７年７月１５日開催）

評価項目

共通項目
その他

区
内
事
業
者
へ
の
割
合
加
点

（

総
得
点
の
２
～

５
％
）

ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
推
進
企
業

へ
の
割
合
加
点
（

総
得
点
の
２
％
）

第
一
次
審
査
合
計

第
一
次
審
査
結
果

【第一次審査の結果】

得点率６割以上を満たしたため、第二次審査の対象とする。

第
一
次
審
査
合
計

第
一
次
審
査
結
果
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別紙１-２

利用
者の
利便
性

個人情
報の取
扱い

 
職
員
体
制

 
危
機
管
理

　
経
営
理
念
・
ビ
ジ
ョ

ン
・
熱
意

　
施
設
運
営
方
針

　
利
用
者
支
援

　
専
門
人
材
育
成

　
利
用
者
意
見
の
反
映

　
個
人
情
報
の
取
扱
い

　
地
域
住
民
と
の
連
携
・
地
域
貢
献

　
地
域
関
係
機
関
と
の
連
携
方
針

　
社
会
貢
献
活
動

　
ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス

　
職
員
の
健
康
管
理

　
実
績

　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ

ン

　

[

説
明
が
論
理
的
で
説
得
力
が
あ
る

]

　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ

ン

　

[

委
員
の
質
問
を
的
確
に
理
解
し
て
い
る

]

　

[

冷
静
に
議
論
で
き
る
協
調
性
が
あ
る

]

　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ

ン

[

資
料
の
調
整
力
が
あ
る

]

（％）

小計 70 70 (点数）

0

小計 58 60 0

得点率 82.86% 85.71%

84.29% １位
30 28 66 31 32 31

590 590.00

35 35

※　第二次審査は、申請団体の提案説明及び質疑応答後の各委員による評価点
　の合計。満点は７００点。

（候補者）
社会福祉法人あいのわ福祉会 27 31 60 28 28 58

35 35 35 35 70 35

地域との関
係づくり

配点 35 35 70 35 35 70 70 35

足立区福祉施設指定管理者等選定審査会（足立区大谷田就労支援センター）
第二次審査結果集計表

審査区分 第二次審査（令和７年８月６日開催）

評価項目

共通項目

その他

合
計
〔

Ａ
〕

減
点
（

上
段
＝

率
　
　
下
段
＝

点
数
〔

Ｂ
〕
）

第
二
次
審
査
合
計
（

Ａ
＋
Ｂ
）

第
二
次
審
査
結
果

70 140 70 280

順位

<満点>

700
<満点>

700 得点率

施設の管理
運営体制

施設運営の
取組み方針

82.86% 82.86% 75.71% 87.50%

58 116 53 245

60 28 25 27

【第二次審査の結果】
「社会福祉法人あいのわ福祉会」が指定管理者の候補者となった。
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別紙２ 指定管理者の候補者の概要（足立区大谷田就労支援センター）

団体名（代表者名） 社会福祉法人あいのわ福祉会

理事長 伊藤良久

① 主たる事務所の所在地 東京都足立区青井四丁目３０番５号

② 設立年月日 平成６年３月２日

③ 基本財産 ２，３７８，３６７，４４５円

④ 役員名簿 理事長 伊藤 良久

常務理事 佐野 佑

理事   中村 敏彦・鈴木 真理子・秋山 啓司

照井 智幸・市原 純哉

監事   上村 耕一郎・小川 弘子・緑川 恵介

相談役  鈴島 妙子

⑤ 事業概要 第 1種社会福祉事業

障害者支援施設の経営

第 2種社会福祉事業

障害福祉サービスの経営

（１）生活介護事業

（２）就労移行支援事業

（３）就労定着支援事業

（４）就労継続支援 B事業

（５）短期入所事業

（６）共同生活援助事業

（７）居宅介護事業

（８）施設入所支援事業

（９）重度訪問介護事業

地域活動支援センターの経営

移動支援事業の経営

特定相談支援事業の経営

職員総数 ２９８名

（正規職員１７７名、非正規職員１２１名）

⑥ 区内における指定管理の実績 足立区大谷田ホーム

(平成１８年４月～現在に至る)

足立区大谷田就労支援センター

(平成１８年４月～現在に至る)

⑦ 他自治体における指定管理の実績 なし
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別紙４ 収支計画の概要（足立区大谷田就労支援センター） 

 

１ 収支計画の概要  (年度ごと 指定期間分)              （円） 

  令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度 

収入 指定管理料 128,880,000 128,880,000 140,127,000 140,127,000 140,127,000 

利用料金収入 2,890,000 2,890,000 2,890,000 2,890,000 2,890,000 

就労支援事業収入 29,820,000 29,820,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 

利用者外給食費 1,127,000 1,127,000 1,127,000 1,127,000 1,127,000 

収入計 162,717,000 162,717,000 174,144,000 174,144,000 174,144,000 

 

支出 

人件費 86,960,000 86,960,000 95,650,000 95,650,000 95,650,000 

職員給与支出 50,716,000 50,716,000 56,000,000 56,000,000 56,000,000 

職員賞与支出 16,419,000 16,419,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 

非常勤職員給与支出 6,583,000 6,583,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 

退職給付支出 1,055,000 1,055,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 

法定福利費支出 12,187,000 12,187,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 

事務費 21,929,000 21,929,000 23,193,000 23,193,000 23,193,000 

福利厚生費 553,000 553,000 553,000 553,000 553,000 

旅費交通費 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 

研修研究費支出 258,000 258,000 258,000 258,000 258,000 

事務消耗品費支出 1,106,000 1,106,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 

印刷製本費支出 0 0 35,000 35,000 35,000 

修繕費 2,291,000 2,291,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

通信運搬費支出 751,000 751,000 751,000 751,000 751,000 

会議費支出 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

広報費支出 759,000 759,000 759,000 759,000 759,000 

業務委託費支出 12,583,000 12,583,000 12,583,000 12,583,000 12,583,000 

手数料支出 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 

租税公課支出 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

保守料支出 3,174,000 3,174,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

渉外費支出 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

諸会費支出 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 

雑支出 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

事業費 18,074,000 18,074,000 19,094,000 19,094,000 19,094,000 

給食費支出 2,600,000 2,600,000 2,990,000 2,990,000 2,990,000 

保健衛生費支出 935,000 935,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

教養娯楽費支出 902,000 902,000 902,000 902,000 902,000 

本人支給金支出 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 

水道光熱費支出 6,000,000 6,000,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 
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消耗器具備品費支出 940,000 940,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

保険料支出 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000 

賃借料支出 4,371,000 4,371,000 4,371,000 4,371,000 4,371,000 

教育指導費支出 0 0 0 0 0 

車両費支出 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 

雑支出 25,000 25,000 30,000 30,000 30,000 

就労支援事業支出 29,820,000 29,820,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 

退職給付引当資産支出 907,000 907,000 907,000 907,000 907,000 

拠点区分繰入金支出 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

利用者外給食費 1,027,000 1,027,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 

支出計 162,717,000 162,717,000 174,144,000 174,144,000 174,144,000 

収支

差額 

       

     0 

      

     0 

      

     0 

      

     0 

      

     0 
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第１２８号議案説明資料 

令和７年１２月１０日 

件  名 足立区身体障がい者大谷田ホームの指定管理者の指定について 

所管部課名 福祉部 障がい福祉課 

内  容 

足立区福祉施設指定管理者等選定審査会（以下、「審査会」という。）に

おける選定審査の結果、以下の事業者を指定管理者の候補者として選定し

たので、議会の議決を経て指定管理者として指定する。 

 

１ 対象施設 

（１）名 称  足立区大谷田ホーム 

（２）所在地  足立区大谷田一丁目４４番３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定管理料（見積り金額） 

（１）令和８年度（見積り額） 

  ① 非精算                   ０円（税込） 

  ② 要精算（人件費、事務費、事業費、その他活動支出） 

                 ４３，８３７，０００円（税込） 

    合 計（①＋②）     ４３，８３７，０００円（税込） 

  ※ 前回選定時（令和３年度） ３５，２２２，３３０円（税込） 

（２）前回との差額 

  ＋８，６１４，６７０円（税込） 

（３）増額理由 

   人件費及び物価の高騰による増 

 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

 

４ 指定管理者の候補者 

（１）事業者名 社会福祉法人あいのわ福祉会（理事長 伊藤 良久） 

（２）所 在 地 足立区青井四丁目３０番５号 
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５ 応募事業者数    １事業者 

 

６ 現在の指定管理者  候補者に同じ 

 

７ 候補者となった理由・ポイント 

  審査会において、障がい者施設運営事業者としての長年の実績や提案

した事業計画の内容等の評価を受け、候補者として選定された。 

 

８ 候補者となった経過 

（１）公募 

   令和７年５月７日～令和７年５月２６日 

（２）財務状況調査の結果 

   最適合 

   【税理士コメント】 

    ア 預金残高、固定資産に対して借入金が少なく、自己資本比率

も非常に高いことから安全性は盤石である。 

    イ 収益性・経営効率については、売上高はほぼ横ばいで推移し

ているが、当期純利益率は毎期上がってきており、最終期は４％

を超えている。収益性・経営効率共に全く問題ないと言える。 

 

（３）審査会 

ア 審査会開催状況 

開催 開催日 内 容 
審査 

事業者数 

第１回 
令和７年 

５月６日 
会長・副会長選任（書面開催）  

第２回 
令和７年 

７月１５日 

ア 第一次審査（書類選考） 

イ 現地調査 
１事業者 

第３回 
令和７年 

８月６日 

第二次審査（プレゼンテーシ

ョン、ヒアリング） 
１事業者 

 

イ 委員構成（計７名） 

種別 氏 名 役 職 等 

学識経験者 

(有識者含む) 

山田 健司 

【会長】 

帝京科学大学 医療科学部 

医療福祉学科 学科長 

長田 昌子 

【副会長】 

社会保険労務士 

東京都社会保険労務士会 

足立・荒川支部 

船野 智輝 

公認会計士 

日本公認会計士協会 

東京会足立会 
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区 民 

漆原 康次 足立地区人権擁護委員会委員 

堀口 幸子 
足立区民生・児童委員協議会 

第一合同５地区会長 

区職員 

伊東 貴志 足立区福祉部長 

鈴木 淳子 
足立区地域のちから推進部 

多様性社会推進課長 

ウ 審査項目及び審査結果 

別紙１「足立区福祉施設指定管理者等選定審査会選定結果集計 

表」のとおり。 

（４）労働条件審査等 

選定委員会において候補となった事業者に対して、社会保険労務

士２名による労働条件審査を実施し、合格となった。 

 

【参考】 候補者の職員平均勤続年数及び平均給与 

ア 平均勤続年数 

平均勤続年数 

（令和２年参考） 

平均勤続年数 

（令和７年） 

約９年４か月 約１１年８か月 

イ 平均給与（月額） 

平均給与（月額） 

（令和２年参考） 

平均給与（月額） 

（令和７年） 

管理職 

５２７，０００円 

管理職 

５５９，３８３円 

常勤職員 

２８８，２４８円 

常勤職員 

２９５，８４２円 

非常勤職員（時給制） 

１，２１４円 

非常勤職員（時給制） 

１，３５０円 ※ 

短時間労働者（時給制） 

１，２００円 

短時間労働者（時給制） 

１，３５０円 ※ 

   ※ 令和７年１０月３日の東京都最低賃金改正を反映した時給 

９ 添付資料 

（１）別紙１ 足立区福祉施設指定管理者等選定審査会選定結果集計表 

（２）別紙２ 指定管理者の候補者の概要 

（３）別紙３ 事業計画の概要 

（４）別紙４ 収支計画の概要 

 

10 今後の方針 

本議案が可決された際には、区長と事業者との間で協定書を締結する。 
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別紙１-１

 
財
務
状
況

 
情
報
収
集

 
ニ
ー

ズ
の
把
握

事
故
対
応

危
機
管
理
・
防
災
計
画

法
令
遵
守

外
部
チ
ェ
ッ

ク

人
材
育
成
・
職
員
研
修
計
画

職
員
待
遇

[

正
規
職
員
就
業
規
則

]

職
員
待
遇

[

非
正
規
職
員
就
業
規
則

]

職
員
待
遇

[

給
与
規
程

]

職
員
待
遇

[

育
児
休
業
規
程

]

職
員
待
遇

[

介
護
休
業
規
程

]

事
業
運
営
計
画

[

き
め
細
や
か
な
事
業
運
営
計
画
･
行
事
予
定

]

事
業
運
営
計
画

[

地
域
の
活
性
化

]

利
用
率
向
上

サ
ー

ビ
ス
向
上

現
実
性

広
報
活
動

実
習
生
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
受
け
入
れ

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

小計

5.00 3.57 3.57 4.14 4.00 3.57 4.00 3.57 4.14 4.00 4.43 4.43 4.43 3.71 3.43 3.43 3.57 3.71 3.00 2.86

小計 5.86 (58.60%)(83.33%)
1.53 81.93 76.57% 合

17.85 (71.40%)

合否

35 30 25 10

得点
あいのわ福祉会

3.83
27.85 (79.57%) 25.00

組織の安定性 運営の安定性 事業計画の内容

配点 5 2 107 得点率

※　一次審査は、各委員の点数を平均したものに第一次審査評定票に定める加点要素の割合を
　加えた点数。満点は１０７点。

足立区福祉施設指定管理者等選定審査会 【第一次審査結果集計表】

対象施設：足立区大谷田ホーム

審査区分 第一次審査（令和７年７月１５日開催）

評価項目

共通項目
その他

区
内
事
業
者
へ
の
割
合
加
点

（

総
得
点
の
２
～

５
％
）

ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
推
進
企
業

へ
の
割
合
加
点
（

総
得
点
の
２
％
）

第
一
次
審
査
合
計

第
一
次
審
査
結
果

【第一次審査の結果】

得点率６割以上を満たしたため、第二次審査の対象とする。

第
一
次
審
査
合
計

第
一
次
審
査
結
果

第
一
次
審
査
合
計

第
一
次
審
査
結
果
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別紙１-２

利用
者の
利便
性

個人情
報の取
扱い

 
職
員
体
制

 
危
機
管
理

　
経
営
理
念
・
ビ
ジ
ョ

ン
・
熱
意

　
施
設
運
営
方
針

　
利
用
者
支
援

　
専
門
人
材
育
成

　
利
用
者
意
見
の
反
映

　
個
人
情
報
の
取
扱
い

　
地
域
住
民
と
の
連
携
・
地
域
貢
献

　
地
域
関
係
機
関
と
の
連
携
方
針

　
社
会
貢
献
活
動

　
ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス

　
職
員
の
健
康
管
理

　
実
績

　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ

ン

　

[

説
明
が
論
理
的
で
説
得
力
が
あ
る

]

　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ

ン

　

[

委
員
の
質
問
を
的
確
に
理
解
し
て
い
る

]

　

[

冷
静
に
議
論
で
き
る
協
調
性
が
あ
る

]

　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ

ン

[

資
料
の
調
整
力
が
あ
る

]

（％）

小計 70 70 (点数）

0

小計 54 60 0

得点率 77.14% 85.71%

足立区福祉施設指定管理者等選定審査会（足立区大谷田ホーム）
第二次審査結果集計表

審査区分 第二次審査（令和７年８月６日開催）

第
二
次
審
査
結
果

共通項目

地域との関
係づくり

合
計
〔

Ａ
〕

施設の管理
運営体制

施設運営の
取組み方針

評価項目

第
二
次
審
査
合
計
（

Ａ
＋
Ｂ
）

35

その他

7035 35 70 35 35配点 70 70 35 35

減
点
（

上
段
＝

率
　
　
下
段
＝

点
数
〔

Ｂ
〕
）

54 239

（候補者）
社会福祉法人あいのわ福祉会 27 31 60 27 28 54 60 29 25 26 29

70 140 70 280

35 35 35 3535

28 66

順位

<満点>

700
<満点>

700 得点率

30 31 29
580

82.86% 82.14% 77.14% 85.36%

※　第二次審査は、申請団体の提案説明及び質疑応答後の各委員による評価点
　の合計。満点は７００点。

580.00 82.86% １位

58 115

【第二次審査の結果】
「社会福祉法人あいのわ福祉会」が指定管理者の候補者となった。
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別紙２ 指定管理者の候補者の概要（足立区大谷田ホーム）

団体名（代表者名） 社会福祉法人あいのわ福祉会

理事長 伊藤良久

① 主たる事務所の所在地 東京都足立区青井四丁目３０番５号

② 設立年月日 平成６年３月２日

③ 基本財産 ２，３７８，３６７，４４５円

④ 役員名簿 理事長 伊藤 良久

常務理事 佐野 佑

理事   中村 敏彦・鈴木 真理子・秋山 啓司

照井 智幸・市原 純哉

監事   上村 耕一郎・小川 弘子・緑川 恵介

相談役  鈴島 妙子

⑤ 事業概要 第１種社会福祉事業

障害者支援施設の経営

第２種社会福祉事業

障害福祉サービスの経営

（１）生活介護事業

（２）就労移行支援事業

（３）就労定着支援事業

（４）就労継続支援 B事業

（５）短期入所事業

（６）共同生活援助事業

（７）居宅介護事業

（８）施設入所支援事業

（９）重度訪問介護事業

地域活動支援センターの経営

移動支援事業の経営

特定相談支援事業の経営

職員総数 ２９８名

（正規職員１７７名、非正規職員１２１名）

⑥ 区内における指定管理の実績 足立区大谷田ホーム

（平成１８年４月～現在に至る）

足立区大谷田就労支援センター

（平成１８年４月～現在に至る）

⑦ 他自治体における指定管理の実

績

なし

85



86

Administrator
タイプライターテキスト
別紙３

Administrator
長方形



87

Administrator
タイプライターテキスト
別紙３

Administrator
長方形



88

Administrator
タイプライターテキスト
別紙３

Administrator
長方形



別紙４ 事業計画及び収支計画の概要（足立区大谷田ホーム） 

 

１ 収支計画の概要  (年度ごと 指定期間分)                （円） 

  令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度 

収入 指定管理料 43,837,000 43,837,000 47,791,000 47,791,000 47,791,000 

利用料金収入 4,710,000 4,710,000 4,710,000 4,710,000 4,710,000 

事業収入      

利用者外給食費 273,000 273,000 273,000 273,000 273,000 

収入計 48,820,000 48,820,000 52,774,000 52,774,000 52,774,000 

支出 人件費 31,912,000 31,912,000 34,650,000 34,650,000 34,650,000 

職員給与支出 13,752,000 13,752,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 

職員賞与支出 4,365,000 4,365,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 

非常勤職員給与支出 10,275,000 10,275,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 

退職給付支出 280,000 280,000 300,000 300,000 300,000 

法定福利費支出 3,240,000 3,240,000 3,550,000 3,550,000 3,550,000 

事務費 11,501,000 11,501,000 12,076,000 12,076,000 12,076,000 

福利厚生費 207,000 207,000 207,000 207,000 207,000 

旅費交通費 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

研修研究費支出 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 

事務消耗品費支出 294,000 294,000 320,000 320,000 320,000 

印刷製本費支出 0 0 10,000 10,000 10,000 

修繕費 1,109,000 1,109,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

通信運搬費支出 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 

会議費支出 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

広報費支出 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 

業務委託費支出 8,259,000 8,259,000 8,259,000 8,259,000 8,259,000 

手数料支出 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 

租税公課支出 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

保守料支出 1,052,000 1,052,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

渉外費支出 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 

諸会費支出 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

雑支出 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

事業費 4,893,000 4,893,000 5,507,000 5,507,000 5,507,000 

給食費支出 2,140,000 2,140,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

保健衛生費支出 65,000 65,000 70,000 70,000 70,000 

教養娯楽費支出 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 

水道光熱費支出 2,090,000 2,090,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 

消耗器具備品費支出 141,000 141,000 180,000 180,000 180,000 
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保険料支出 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 

賃借料 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 

車両費支出 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

雑支出      

退職給付引当金資産支出 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 

利用者外給食費 273,000 273,000 300,000 300,000 300,000 

支出計 48,820,000 48,820,000 52,774,000 52,774,000 52,774,000 

収支

差額 

 0 0 0 0 0 
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